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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
　１９５８～５９年不況は５７年９月の戦後４回目の国際収支危機に対処するために取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
られたマクミラン（Ｈ。。ｏ１ｄＭ。。ｍ１１１．ｎ）保守党政府の財政金融上の引締め政策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
を直接の契機として引き起こされ（政策不況），４半期基準（季節調整済ＧＤＰ統

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
計）で見れば５７年第３Ｗ半期から５９年第１１Ｖ半期に及び，失業者は５８年第４ＩＶ

半期（１２月統計値）～５９年第１Ｗ半期（３月統計値）に５０万人台（５０ ．３万人～５６ ．３

　　　　　　　　　　　　　　　５）
万人）＝被用者失業率２．５％水準という終戦直後の再建期を除き戦後の最高水

準を記録した 。

　この不況は同時に伝統＝基礎産業の国際競争力の一層の減退と構造的脆弱性

（６０９）
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を顕在化させ，特に国有化部門の非効率な炭鉱閉鎖，造船業や綿工業の過剰能
　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
力の縮小が計画され実施されていっ た。 こうした特定産業に過度に依存してい

る開発区域を含む多数の区域で局地的高失業を惹起させ，これが野党＝労働党

のみならずこうした区域を選挙区とする与党＝保守党のいわゆる陣笠議員

（ｂ・・ｋｂ・ｎ・ｈ…）を巻き込んで議会において戦後初めて本格的なｒ失業一雇用」

論争が地域政策論議として展開された 。

　こうした背景の下で，応急対策として打ち出された地域政策立法が１９５８年産

業配置（産業金融）法（Ｔｈｅ　Ｄ１ｓｔ・１ｂｕｔ１ｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｄｕ・位ｙ（Ｉｎｄｕｓｔ・・ａｌ　Ｆｍａｎｃｅ）Ａｃｔ，１９５８
，

６＆７Ｅ１ｉ。．２。．４１）である 。これは，戦後地域政策の制度的フレームワークを

形成してきた１９４５年産業配置法の延長線上にある拡張立法ではあるが，それは

助成対象である開発区域に指定されていない高失業区域に立地しようとする企

業に大蔵省が政策的な融資ないし補助金を給付しようとするものであり ，論議

の激しさと時間の長さに比して極めて簡略化された全２条のミニ立法である 。

　そして，不況を脱出したとはいえなお４０万人台の失業者と局地的高失業区域

が拡大する見通しの中にあ った翌１９５９年１０月に「失業＝雇用」問題を内政上の

最大の争点の一つとして総選挙が闘われ，拡張主義者＝インフレ主義者と目さ

れしかも開発区域のストッ クトン ・オン ・ティーズ（Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　ｏｎ Ｔｅｅｓ）選出の

マクミラン首相が率いる与党＝保守党は「失業＝雇用」対策の新規立法を選挙

公約として掲げ労働党はじめ野党に１００議席の大差をつけて圧勝した直後の議

会に提出され，激しい論争と修正の末成立したのが１９６０年地方雇用法（Ｌ。。。１

Ｅｍｐｌ・ｙｍ・ｎｔ　Ａ・ｔ，１９６０，８＆９Ｅ１１・２・１８）であ った。この立法は，戦後地域政策

の基礎を構成した１９４５年産業配置法（５０年法及び５８年法による追加措置を含む）を

廃止し１９４７年都市 ・農村計画法におけるＩＤＣ規制条項を修正 ・統合して慢性

的な局地的高失業に対処しようとするものであり ，一定の政策手段の追加措置

を盛り込んだものであるが，産業配置法で前面に掲げられた適正な産業配置

（問題地域の産業構造の改善 ・多様化）という立法＝政策理念は後景に退いていく

のである 。

　本章では，１９５１年～５７年における地域政策の休止後，不況と伝統＝基礎産業

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１０）
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の衰退の顕在化を契機とした失業，特に局地的失業の急増に対応した保守党政

権による地域政策の再強化への過渡期をなした１９５８年～６２年における２つの政

策立法の成立過程と特質及び地域政策の実際を分析し，一定の評価を試みたく

思う
。

　　 １）　 この危機は，経常収支黒字の下で発生し政策当局にとっ て「青天の露震」とい

　　　われ，保守党政権下で続いた「完全雇用」を維持する財政金融政策による需要圧

　　　力＝インフレ圧力が前月のフランス ・フラン切下げ，戦後経済復興を達成した西

　　　ドイツ ・マルクの切り上げ期待や９月のＩＭＦ会議でのヨーロッパ通貨の交換性

　　　回復予想などと重畳して，ポンドの切下げ期待及び信認危機を招き大量の短期資

　　　金の流出により発生した。５７年第３１Ｖ半期金 ・ドル準備の流出額は５億ポンドに

　　　達し，５８年初の金 ・ドル準備は８．１２億ポンドに落ち込んだ。（Ｊｏｎｅｓ
，ｏク６机， Ｐ．

　　　５５ ，Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ，ｎ３Ｂ舳曲亙６０〃ｏ榊舳６６１〃５，Ｐ１０９ ，Ｂｒ１ｔｔａｎ
，ｏク６〃 ，Ｐ

　　　 ２１１ ，ＡＪＹｏｕｎｇｓｏｎ（１９６７） ，Ｂ〃〃＾Ｅ６０〃ｏ舳６ Ｇズｏ肋ん１９２０－１９６¢Ｇｅｏｒｇｅ

　　　Ａｕｅｎ ＆Ｕｎｗｉｎ，ｐｐ
．１８７－ ８）

　　２）スォーニィクロフト（Ｐｅｔｅｒ　Ｔｈｏｍｅｙｃｒｏｆｔ）蔵相がポンド防衛策として打ち出

　　　した有名なテフレ包括策は，王に，Ｏインクラント銀行割引率（Ｂａｎｋ　Ｒａｔｅ）の

　　　５％から７％への引上げ（１９２１年以来の最高率），　公共部門（国有化産業を含

　　　む）の投資削減，　市中銀行の貸出上限枠の設定，＠政府（中央 ・地方）支出

　　　を５８～５９年度の２年問は５７年度水準に凍結，の４項目から構成され，「（１９５７年）

　　　 スォーニィクロフトの９月対策」（ｔｈｅ　Ｔｈｏｍｅｙｃｒｏｆｔ　ｍｅａｓｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

　　　１９５７）と呼ばれ，完全雇用という目的をポンド価値の維持という目的に従属させ

　　　る試みあるいは物価安定のために雇用を犠牲にする意向と見傲された。この新経

　　　済政策に対する同蔵相の意図は犠牲の大きい運続的なストに直面せずに高賃金圧

　　　力を緩和させることにあり ，そのためには失業率の２～３％への引上げが必要で

　　　あり ，それを実現するにはマネーサプライを安定させなければならないというも

　　　のであ った。こうした政策は理論的には実際に検証されていない貨幣数量理論に

　　　基づくものと評価された。すなわち，イギリスでは「９月対策」に先立つ数年間 ，

　　　マネー サプライはＧＮＰ比率としては急速に低下していたのである 。他方で，９

　　　月対策は労働党左派議員から「労働組合への宣戦布告」と警戒されたが，その後

　　　の失業増加と産業停滞に苦悩したマクミラン内閣は早くも４ヵ月後の翌５８年１月

　　　には公共支出の５千万ポンドの増加措置を取り ，蔵相と彼の大蔵省チーム（Ｎ

　　　ハーチ，Ｅパウェル）は辞任するに至 った。（Ｊｏｎｅｓ
，ｏク６〃 ，Ｐ５５ ，Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ

，

　　　丁肋３ブ伽曲１１：６０〃ｏ刎ツ５２肌３１９４５，１０９ －１０ ，Ｂｒ１ｔｔａｎ
，ｏク６〃 ，ｐｐ２１１－６ ，Ｙｏｕｎｇ

　　　 ｓｏｎ，功．６批 ，ＰＰ
．１８８ －９）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１１）
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　３）　この「９月対策」に象徴されるスォーニィクロフト蔵相時代は，１９５１年以来の

　　保守党政権における完全雇用と経済成長を信奉したバトラー・ マクミラン両蔵相

　　時代とは明確に区別され，５７年以後１０年問で３回の国際収支危機を経験して経済

　　成長〔〉国際収支危機〔〉景気後退（不況）という短期循環パターンが漫性化したこ

　　ともあ って，初めてのストソ プ　ゴー挿話と結ぴつけられた 。（Ｂｎｔｔａｎ
，ｏク６〃 ，

　　 ｐ２０９ ，Ｙｏｕｎｇｓｏｎ，ｏク６〃 ，ｐｐ１８９ －９０）

　４）　 この不況は１９５１～６２年の問においては産出量 ・雇用とも落ち込みが最も大きか

　　 った（Ｇｏ１ｄ１ｅｙ＆Ｓｈｅｐｈｅｒ
ｄ，

ｏク ６批，ｐｐ２１０－６）のであるが，５７年第２Ｗ半期の

　　ピーク時から５８年第２１Ｖ半期のボトムまで実質ＧＤＰ（１９８０年価格）の減少率は

　　 ２． ９％（年率１１ ．４％）であり ，５９年第２Ｗ半期に漸く前回のピークを上回る

　　（ＣＳＯ（１９８７），Ｅ６０〃ｏ〃６ ”閉ゐ 。ル舳ｏ１８妙〃榊〃，ｐ．１６）という ，５２年不

　　況よりは深刻であるが２年に及ぶ這うようなダラダラとした中期不況であ った 。

　５）　ＣＳ０（１９８７） ，１１；６０〃ｏ刎６６ Ｔ”閉ゐ 二Ａ舳伽Ｚ８ゆが３刎３〃，ｐ．９８；Ｆ．Ｆｉｅ１ｄ（１９７９）
，

　　 Ｐｏｖｅ汽ｙ，Ｇｒｏｗｔｈ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｒｅｄ１ｓ血ｂｕｏｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｃｏｍｅ　ｍ　Ｗ　Ｂｅｃｋｅｍａｎ（ｅｄ）
，

　　８Ｚｏ吻ＧＺｏ伽〃閉Ｂ７〃〃〃
，Ｃ１ａｒｅｎｄｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，ｐ９９（ｔａｂ１ｅ５５）

　６）伝統＝基礎産業，中でも石炭と造船が長期的衰退と景気循環の谷との合成効果

　　で最も重大な打撃を受けた。石炭産出量は１９５７年の２億２３００万トンから５８年＝２

　　億１５００万トン 〔〉５９年 ＝２億８００万トン ［〉６１年 ＝１億９１００万トンヘ減少する一方
，

　　消費量は一層の減少を示し在庫量は５８年＝２千万トン ，さらに５９年＝５千万トン

　　と急増した。造船（英トン数）は１９５６年を戦後のピーク（基準）（この時既に輸

　　出市場では１９４９～５１年の第１位から日本，西ドイツに次ぐ第３位に転落してい

　　た）として，５８年 ＝７％減〔〉５９年 ：１５％減［〉６０年 ＝２２％減と滅少基調を歩んだ 。

　　伝統繊維産業も重大な打撃を受け，後述するように，５９年以後構造政策が実施さ

　　れる 。（ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏク６〃 ，ｐｐ１１７ －８ ，Ｙｏｍｇｓｏｎ，ｏ少６砿 ，ｐ２３１ ，Ｐｏ１ｌａｒ

ｄ〃３Ｄ３一

　　〃・〃刎げ伽Ｂ・伽んＥ・…刎ｐ２９６）

　Ｖ －１　「失業 ＝雇用」論争と１９５８年産業配置（産業金融）法の成１

　前章末尾で言及した１９５５会計年度の予算特別委員会の報告は，商務省が指定

追加を実施しても最早「失業の特別の危険」（１９４５年産業配置法における開発区域

指定の条件）が消失するか指定条件を満たしていないにも拘らず開発区域ない

しその一部の指定解除を全く実行してこなかった現状を批判し，同時に，最後

の指定が行なわれた１９５３年以後，機械産業の現代的発展などの理由により ，か

なり重大な窮境に陥 っているその他の小地区を指定対象にすべきかどうかを検

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１２）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
討する必要性を強調し，開発区域行政の再検討を勧告していた。このことは地

域政策の休止の下での開発区域行政の形骸化を示唆していたが，この勧告自体

は１９６０年地方雇用法の成↓まではさしあたり毎視された 。

　ところが，１９５８～５９年不況は，依然として伝統＝基礎産業に強く依存した開

発区域（工業地帯）に相対的高失業（１９５８年３月／開発区域平均 ：３ ．１％，最高＝マ

ージィサイド＝４ ．Ｏ％，スコットランド＝３ ．６％，最低＝北東部 ＝２ ．１％；ロンドン＆南東

　　　　　　　　　　　　　　　８）
部＝１ ．３％；グレート ・ブリテン＝２ ．Ｏ％）をもたらし長期的衰退傾向を再び際立た
　９）
せたばかりでなく ，小都市 ・農漁村 ・過疎区域 ・リゾート地等の従来開発区域

に指定されたことがない多くの区域に５％以上の局地的高失業を惹起した（例

えば，スコットランド北西部のウェスタン ・アイルス［Ｗｅｓｔｅｍ　Ｉｓｌｅｓ１＝３０％超，ウェ

　　　　　　　　　　　　　１０）
一ルズ北西部のアングルシィ＝１１％）。

　こうした事態に直面して，１９３０年代にあの不況地域の経験を教訓に「計画と

経済改革」を理想としたマクミランの対応策は，ペイシュ 教授（Ｆ．Ｗ．Ｐ．ｉ．ｈ）

らによる物価安定のためには「被保険労働人口の２％への失業増加を必要とす

る」という「完全雇用」批判を退け，既存立法の補完としての「産業配置（産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
業金融）法案」の議会提出（５８年４月）であ った。原案通り成立した同法案の概

要は表Ｖ －１の通りである。そこで議会議事録（Ｐ・・１・・ｍ・ｎｔ・・ｙＤ・ｂ・ｔ・・

（Ｈ・ｎ…
ｄ） ，Ｏ舶・１・１Ｒ・ｐｏ・ｔ）によっ て， 同法案審議における「雇用＝失業」問題

と開発区域政策をめぐる論争を要約したい，と思う 。

　１９５８年４月３０日の法案審議第２読会の冒頭で外国訪問中のエクルズ（Ｓｉ． Ｄ．

Ｅ．ｃ１ｅｓ）商相に代わ ってマクラウド（Ｉ　Ｍａ．１．ｏｄ）労働 ・国民サ ーピス相が説明

した提案趣旨の中で注目すべきことは，¢多くの関心が寄せられ懸念されて

いる失業の王要な問題は経済全体の需要不足によるものではない，　持続的

な高失業が開発区域の内外で生じている ，　これに対処するためには現行制

度では不十分であるが，必要なことは　般的リフレーシ ョンではなく持続的高

失業区域を対象とした “選択的リフレーシ ョン ”（“ 。１。。ｔ１。。。。ｎ．ｔ１．ｎ
’’

）と呼ぶべ

きものである ，　各種措置の一つである同法案は斑点的で局地的な厳しい失

業問題に対処するのに最も重要であるとともに指定解除手続きに問題が多く

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１３）
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表Ｖ －１　１９５８年産業配置（産業金融）法の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　【本法の正式名称】

　高失業率の窮境にある地区の失業を緩和するために，１９４５年産業配置法第４条による大蔵省の助成

供与を可能とするための法律

［第１条１１９４５年産業配置法第４条による助成を供与する大蔵省権限の拡充～１９４５年産業配置法第４

　条による財政的助成を供与する大蔵省権限（開発区域で第４条第２項に規定する工業事業を行なう

　か，またはそれを行なうことを企図している個人に対する補助金またはローンの供与権限）には ，

　グレート ・ブリテンの開発区域か否かを問わず，営業（ｔｒａｄｅ）ないし実業（ｂｕｓｉｎｅｓｓ）による事業

　が ，

　（・）同法の意味の範囲内における工業事業であるか否か，または

　（ｂ）適正な産業配置の要件を遵守して上記第２項を履行する商務省による認可の有毎，を問わず ，

　以下の条件を満たすならば，かかる事業を行なうか，またはそれを行なうことを企図している個

　人に対し補助金またはローンによる助成を行なう権限を含むものとする 。

　　すなわち，補助金またはローンを必要とする目的が，商務省の意見により ，高失業率が現に存

　在しそれが持続する見込みのある地区の失業率を削減するかそれに寄与する見込みのあるもので

　あることを，商務省が了解することを条件とする 。

［第２条１解釈，略称，引用及び範囲　（略）

資料）Ｂｕｔｔｅｍｏ地ｓ　Ｌｅｇａｌ　Ｅｄｉｔｏ由１Ｓｔａ伍（ｅｄ．）（１９５９） ，“Ｈｏ肋〃ワき８吻〃蛇５ げ厄惚伽〆
’，

２ｎｄ　ｅｄ．， Ｖｏｌ．３８

　（１９５８），Ｂ舳ｅ　ｈｈ＆Ｃｏ　ｐｐ１１２１－２２，より作成 。

（当該地方行政府との協議義務及ぴ議会の承認決議）柔軟性に欠け戦前の大不況時代

を引きずった現行開発区域政策機構では不適当である，　法案は開発区域で

の工業事業にローンまたは補助金を供与する大蔵省権限の拡張であるとともに ，

開発区域内外の工業事業のみならず雇用を提供するその他の事業（営業及ぴ実
　　　　　　　　１２）
業）にも適用する ，とした点である。ここには，選択的限定的な失業対策の必

要性とともに現行地域政策（開発区域）機構の改革の必要性という前述の１９５５

年度予算特別委員会の勧告が認知されているが，当面の局地的高失業問題に対

しては改革課題（〔〉１９６０年地方雇用法の中で提案される）を棚上げし厄介な指定 ・

解除手続きを必要としない助成措置（開発区域と区別するため新区域はＤＡＴＡＣ

区域と呼ばれる）を応急的に講じるという姿勢が読み取れる 。

　この政府演説に対して，野党（労働党）を代表して冒頭演説をしたのは戦時

挙国一致政府末期に労働党＝ドォールトン商相の下で戦後地域政策を方向づけ

た『雇用政策白書』の「第皿章　均衡のとれた産業と労働の配置」や「１９４５年

産業配置法案」の起草に貢献したジェイ（Ｄ．Ｊａｙ／バターシイ ・ノース：ロンドン：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１４）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（５）（若林）　　　　　　１１３

１９６４年労働党第１次ウィルノン内閣商相）であ った。ここでは先ず重複を避けるた

めに，ジ ェイの発言を中心に労働党議員の大勢的な発言を要約しよう 。（括弧

内は議員名または／及び選挙区等）

　この法案に対する労働党の基本的姿勢は厳しい留保条件付きで支持するとい

うものであ った。それをジェイは，「たとえ小心的な行為だとしても ，法案を

少なくとも積極的で有用な正しい方向における小さな第一歩として歓迎する」

と表現した。その上で１９５１年以来の保守党の地域政策（開発区域政策）の休止

を批判しまた追加的政策要求を以下のように指摘した。すなわち，¢雇用政

策として有効な工場と工業団地の建設を新区域に適用しないのか，　（１９４７年

１０月以来停止している）政府資金による企画工場建設を再開すべきだ（ヒューズ

／アングルシィ：第１次ウィルソン内閣 コモンウエルス関係担当相，ロー ベンス／ブラ

イズ＝ノーサンバランド），　新区域はなぜ開発区域として指定しないのか，北

西ウェールズやバロー・ イン ・ファーネスなど区域の必要に応じて開発区域に

指定しないのか，＠新区域選択の主要な基準としての失業は正しいが融資と

補助金だけでは工場誘致は期待できない，　政策としての完全雇用に誰も異

義を唱えない今日 ，若干の区域を指定解除することは可能であるが政府がデフ

レ政策によっ てそれを遥かに遠い将来に追いや ってしまっ たのだ，＠過密区

域からの産業移転を目指す産業配置政策の実態についても納得できない，の

開発区域内外の低雇用区域で失業が再ぴ増大している理由はここでの工業開発

の全国比率が１９５２年以来低下し開発区域では今や人口比率以下になっ ているこ

とであり ，今日の失業の実態はトーリィ自由主義が不況と衰微に向かって進み

始めて以来最近３年間いかに逆滑りしたかを驚くほどに示している，＠不況

区域にＩＤＣ規制が現在より遥かに精力的に活用されるべきである（ハービソン

女史／ラナークシャー・ ノース ，ロー ベンス），ロンドン区域への過度の産業集中

を抑制しないと失業問題は解決しない（ヘイマン／ファルマス＆ケムボーン＝コー

ンウォール，ホートン／ソゥアビィ＝西ライディング ：第１次ウィルソン内閤ランカス

ター 公領大法官），　保守党政府の近年の開発区域行政の実態から見て法案に余

り期待できない，企画工場は工場施設が不足した戦争直後には適当であ ったが

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１５）



　１１４　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

今日では企業は注文工場（ｔａ１１ｏ。一ｍａｄｅｆａｃｔｏｎｅｓ）を選好しているというエロー

ル商務政務次官の発言はスコヅトランド産業審議会（Ｓｃｏ廿、。ｈ　Ｃｏｍｃ１１ｆｏ．

Ｉｎｄｕｓｔ．ｙ）と私の選挙区の経験から誤りだ（ハービソン女史），＠法案は失業対

策に有用なものとして歓迎するがカナー ボン，アングルシィのような辺境であ

る北西ウェールズに新産業を誘致するのに役立たない（ロハーソ／カナー ボン＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
第１次ウィルソン内閣ウェールズ担当（閣外）相），というものであ った 。

　他方で，労働党の中でも法案に支持ないし歓迎の態度を示さず批判的姿勢を

前面に打ち出す少数の発言も確認できる 。すなわち，０一方で政府は失業が

増加しているスコットランドで国営軍需工廠の閉鎖を進めまた造船業でのキャ

ンセル続出を放置しながら ，他方で提出した本法案は粉飾（ｗｍｄｏｗ　ｄ。。。。ｍｇ）

ではないか，スコットランドの失業問題に対してほとんど役立たない（ベンス

／ダンバートンシャー・ イースト；Ｍマクミラン／ウェスタン ・アイルス），　本法

案における権限の限定的な拡張で何ができるというのか，労働党の同僚議員は

なぜそれほど楽観的なのか，指定区域外への権限の限定的拡張はカモフラージ

であり ，誠意がない（シルハーマン／ネルソン＆コーン＝ランカシャー），という指
　　　１４）
摘である 。

　これに対して与党＝保守党の多数派は法案の基本的ないし全面的な支持を表

明し，その上で高失業選挙区の議員を中心に要旨以下のような指摘 ・要求を行

なっ た。 すなわち，¢価格と品質で競争できなけれは立法によっ ては高水準

の全般的失業を食い止めることは出来ない，造船業で日本，西独に負け，ラン

カシャー綿紡績業の将来も日本，インドや香港との競争で危うい，ヨーロヅパ

石炭市場ではアメリカ ，ポーランドに負けている（オズボーン／ラウズ＝リンカ

ーンシャー），　北東ランカシャーの綿紡績業の衰退が顕著であり ，綿繊維輸

入が１９５７年６月 ，１０月に続き先月：５８年３月に輸出を上回 ったのは２００年の歴

史でた った３回目だ（ハーク／ハーンリィ），　失業労働者を再訓練によっ て仕

事に就けるのに十分なことをや っているか再検討を要求する（ジ ョージ／グラス

ゴー・ ポロッ ク），＠失業対策を政争の具にすることに反対である ，地域政策の

出発点となっ た１９３０年代の特別区域法は議会で圧倒的多数を占めていた保守党

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１６）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（５）（若林）　　　　　　　１１５

＝ボルドウィン政府が推進したものだ（ウォード女史／タインマウス＝ノー サンバ
　　１５）
ランド）。

　ところが，ヒンチングフル ソク卿（Ｖ１ｓｃｏｕｎｔＨｍｃｈｍｇｂｒｏｏｋｅトーセ ソト　サウ

ス）をリーダーとする保守党少数派＝右派は「法案反対」とは明示しないまで

も「５％開差」なる理論を根拠にインフレ抑制優先を唱え法案批判を展開し
，

「失業 ：雇用」論争に火を付けた。彼の発言の要旨は次のとおりである。¢保

守党提出の本法案を労働党：ジ ェイ議員が支持するのは驚くに足りない，なぜ

ならそれは労働党政府の哲学と政策によるものであるからだ。　今日長期的

構造的失業が人間的災難 ・非効率，不適当の明白な兆侯であり偉大な国家の否

定であることは反動的と思われる人々でさえ認めるが，これまで失業の忍耐可

能な上限について１９４５年産業配置法に関わ ったリトゥルトン調達相は６％，あ

のベバリッ ジ卿でも４ ．５％（１ ．５％は一時的季節的限界），労働党のゲイ ッケル

（Ｈｕｇｈ 　Ｇａ１ｔ．ｋ．１１現党首）やクリ ソプス卿（元経済相　蔵相）は３％と明示したの

に， 今日の保守 ・労働両政党は望ましい失業率という可能な特定数字への言及

を放棄している 。　「インフレと失業の５％開差理論」（ｔｈｅ　ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　ａ　ｓｐ．ｅａｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）ｏｆ５ｐｅｒ　ｃｅｎｔ　ｂｅｔｗｅｅｎ１冊ａ七〇ｎ　ａｎｄ　ｕｎｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ，インフレ率十失業率 ＝５％理論）

という良く知られた理論があるが，５％のインフレは非構造的な５％の失業よ

り悪い，超完全雇用がインフレの唯一の原因だ。＠この法案には国有化産業

貸付法の事例のように歯止めとして政府支出に最高限度額を明示するか，助成

区域指定及び事業の性格に関する議会の承認決議の手続き（「熟考した修正」＝

　　　　　　　　　　　　　　　１７）
ｔｈ

。。。。。ｏｎ．ｄ　Ａｍ．ｎｄｍ．ｎｔ）を要求した
。

　このヒンチングブル ックの発言に対して法案をいわば辛うじて支持する姿勢

の労働党議員が反論した。¢炭鉱閉鎖などで深刻な失業問題を抱える西ロジ

アンのテイラーは，ｒ５％開差」として知られる理論の弱点は一旦確立してし

まうと失業を制御できなくなることだ，　過疎地＝北西ウェールズで１０％を

越える失業率に苦しむカナー ボンのロバーツは，ヒンチングブル ックは超完全

雇用がインフレの唯一の原因だというが，生産の裏付けの全くない５０万人の失

業者への１億～１億５千万ポンドの失業手当 ・公的助成は二重の意味でインフ

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１７）



　１１６　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

レの原因ではないのか，と強調した。　ファイフ ・ウェスト選出のハミルト

ンは，スコソトランド全体の失業問題に言及しながら，法案は歓迎するがそれ

は従来の政府の政策と矛盾していることを突く 。すなわちｒ熟考した修正」と

言うのは失業を増加させようとする慎重な政府の政策のことであり ，これはア

モリィ蔵相の失業増加 ・生産減退予想と一致するものである 。また１９５７年のス

ォーニィクロフト蔵相（当時）のインフレ抑制政策を推進する手段は５％の失

業である（１９５７年１０月１０日のフィナンシャル ・タイムス紙のコメント）という考え方

はヒンチングブルッ クのｒ５％開差」と同断であり ，こうした観点に立つ限り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
法案はほとんど何もなしえない，と批判した 。

　こうした労働党議員のヒンチングブル ック批判発言，これに関連したマクミ

ラン政府（特に蔵相）批判に，今度は保守党議員＝ナバロ（キダミンスター＝グ

ロスターシャー）が再反論した。すなわち，ｏジ ェイ氏始め労働党議員の発言

は完全雇用の定義を変え現在の失業の程度を誇大視するという同じ誤りを犯し

ている 。今日 ，イギリスは完全雇用に極めて近い２％ないしそれ以下の失業率

に過ぎない。　労働党は今「仕事を労働者に」と言うがロー ベンス議員が労

相だ った時には労働者の地域問移動を支持していた。　インフレは低雇用政

策によっ てのみ抑制できるのだ。＠１９４５年産業配置法による開発区域指定は

柔軟性に欠け指定解除をしたことがなく指定区域は大きすぎて有効でない。　

産業立地政策は万能薬ではないことを認識すべきだ。＠自由社会では失業は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
不可避だ。¢本法案で成しうることは全く限界的なことだ 。

　これにまた労働党議員の批判が続くが，既述した以外の点で与野党の対立点

を鮮明にする上で追加すべきことは，予算が産業活動の抑制を目指している条

件の下で構造的 ・分断的失業に選択的リフレーシ ョンなる政策で対処できるの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
か（パドリィ／オグモア＝グラモーガン，ホートン）という指摘であろう 。

　こうした与野党論争の中で，両者の認識で共通していることは本法案は限定

的効果（１ｍ１ｔ．ｄ。丑。。ｔ）あるいは保守党＝ナハロが使った表現である「限界的な

効果」（“ｍ。。ｇｍ．１。丑。。ｔ”）しかもちえないとしていることである ，と思われる 。

しかし，与野党の基本的対立はこの「限定的効果」の評価に関わる 。すなわち ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１８）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（５）（若林）　　　　　　　１１７

保守党はインフレ抑制との整合性の観点からこうした限定的効果しかもちえな

い失業対策（地域政策）で十分であると考えているのに対して，労働党はかか

る対策の方向性には支持を表明しながら ，その効果の限定性では失業問題は到

底解決しえないと考え，全般的リフレーシ ョン政策と１９４５年産業配置法や

ＩＤＣ規制を全面的に発動すべきであると要求したのである 。この対立は最後

まで解けなかったことが，与野党の総括発言にそのまま表われた 。

　野党の締め括り演説を担当したロー ベンス（Ａ　Ｒｏｂ
．ｎ。 元アトリー内閣労相）

は， 要旨，以下のように発言した。¢失業問題でこれほど長く論議するのは

２０年振りであり ，　法案提出は保守党政府の経済政策の失敗の表示であり ，

　法案は歓迎するがた った数週問前にアモリィ（Ｄ．皿Ａｍｏ．ｙ）蔵相のインフ

レ抑制のためには失業増加も必要という主張ではほとんど何もしえないし遅す

ぎる 。＠経済政策全体の変更なしには本法案も基本法も問題区域の失業を治

癒しないだろう 。　雇用機会確保のための労働者の移動は正しいとしても特

に適切な方法ではない。　今世紀のイギリス産業の最悪の特徴である特定の

一産業に依存する多くの区域に新工場，新技術を導入することが重要であり ，

したがって仕事をそこに住む人々にもたらすためにあらゆる行政的努力をすべ

きである 。¢防衡計画の変更による国営軍需工廠，海軍造船所の閉鎖による

遊休能力と失業には政府の責任で対処すべきである 。＠法案はこの国全体の

失業問題に対応したものではないし完全雇用政策の代替策とは見傲さない。　

法案は政府の従来遂行してきた誤った政策の結果を緩和する試みとして歓迎す
２１）

る。

　これに対して政府を代表して総括答弁をしたのはエロール（Ｆ．Ｊ．Ｅ。。。ｌ１）商務

政務次官であ った。¢法案は留保付きではあるが与野党から歓迎された。　

法案が失業に対する普遍的万能薬であると王張するつもりもないが，単なる粉

飾ではない。　政府は，開発区域に対する法令上の義務を放棄するつもりは

ない。＠わが国の経済全体は強力で浮揚力を擁しており ，　般的には完全雇

用にある 。（…）本法案は，永続的な高失業の減少に寄与する限り ，保険会社 ，

メイル ・オーター事業，割賦会社，調査機関，ホテル，船舶修理業や外国企業

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１９）



　１１８　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

にも適用する 。＠適用区域の単位は職業安定所区域（ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔｅｘｃｈａｎｇｅ

ａｒｅａｓ）である 。¢ＩＤＣ規制の運用については，エクルズ商相が２月２４日の本

院での演説で言及したように，開発認可と特定区域への移転を確実にする説得

のための権限活用とのバランスが重要であり ，過度に攻勢的な態度で該当企業

が開発断念に至らないように留意しなけれはならない。ロンドン＆南東部では ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
拡張は認可されているが新企業は今や設立を許可されていない 。

　こうして，法案は第２読会を通過し，委員会段階に送付された 。

　６月２７日 ，第３読会＿本会議に回付されてきた法案は，労働党＝ジェイが委

員会段階で提案した年次報告を求める新条項動議を，政府側（エロール商務政務

次官）が膚報提供は望ましいとしたものの，基本法に報告書刊行の規定がない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）との理由で拒否し，原案のまま成立した。（勅裁：７月２３日）

　　 ７）８…〃助・〃 伽刎 伽８・Ｚ・・〃Ｃ
・舳倣… 　Ｅ・舳伽・ Ｓ…１・・１９５５－５６ｐＰ

　　　 ｘｘ１１－ ｘｘ１１１ （ｐａｒａ８９） ，ｘｘｖ（ＳｕｍａｒｙｏｆＲｅｃｏｍｅｎｄａｔｌｏｎｓ ，ｐａｒａ９８ 一（１））

　　 ８）戸〃伽伽肋びＤ３６倣５（Ｈ伽鮒４）（１９５７－５８），Ｖ
ｏｌ．５８７．１９５８，ＨＭＳＯ ，

　　　
ｃｏ１ｓ．３９０，　４４６

．

　　 ９）　 Ｂｒｏｗｎ，ｏ〃〃
，ｐ２８７ ，Ｋｅｅｂｌｅ

，砂 ６〃 ，ｐ２２５ ，Ｒａｎｄａ１１
，砂 ６〃 ，ｐ３０ ，Ｐａｒｓｏｎｓ

，

　　　 ｏ〃〃 ，ｐ１４２ ，Ａｍｓｔｒｏｎｇ＆Ｔａｙｌｏｒ
，ｏ〃〃

，ｐ１７３

　１０）ＭｃＣｒｏｎｅ 砂６〃 ，ｐ１１８ ，Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ　ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ ４１０．４９６

　１１）　Ｐａｒｓｏｎｓ，９〃 ６〃 ，ＰＰ１４２ －３

１２）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ３８９ －９４

１３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ〃６〃

，ｃｏ１ｓ ３９８－４０８，４１０ －５，４４２－６

１４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，砂 ６〃

，ｃｏ１ｓ ４７３ －５，４８７ －９６

１５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，砂 ６〃

，ｃｏ１ｓ ３９８，４０８ －１０，４１３ －２３ ，４４６－５８

１６）　 ヒンチングブルッ クによれば，「インフレと失業の５％開差理論」（ｔｈｅ　ｔｈ
ｅｏ町

　ｏｆ　ａ　ｓｐｒｅａｄ　ｏｆ５ｐｅｒ　ｃｅｎｔ　ｂｅｔｗｅｅｎ皿丘汕ｏｎ　ａｎｄ　ｍｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ）とは，イキリ

　スの知識と蒐集統計や洗練された行政技術によっ て確立されたものであり ，イギ

　リスの条件の下ではインフレ率十失業率＝５％となるとする理論であり ，当面

　５％以下にすることができないが，将来，技術の練磨により４％とか３％に引き

　下げれられることが望ましい，とするものである 。（Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク

　６机，ｃｏｌ．４２６）　この理論は，ある意味で，インフレ率と失業率のトレード ・オ

　フを統計的に論証しようとするフィリッ プス曲線の特定ケースと見傲すことがで

　きるであろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　（６２０）
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１７）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ少〃

，ｃｏ１ｓ ４２３－３１

１８）　Ｐａｒ１ｌａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ〃６〃

，ｃｏｌｓ４３１－７，４５２ －５ ，４５８－６１

１９）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏ戸ｃ〃
，ｃｏｌｓ４６２ －８

２０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ４７７ －９ ，４８５－７

２１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ４９８ －５０５

２２）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク〃

，ｃｏ１ｓ５０５－１８

２３）ルブ〃舳３肋びＤ６６倣５（Ｈ伽鮒６）（１９５７－５８），Ｖｏｌ．５９０．１９５８，ＨＭＳＯ ，

　ｃｏ１ｓ．８３２－３８；ゴｏ（１９５７ －５８） ，Ｖ
ｏｌ ．５９２ ．１９５８，ＨＭＳＯ，ｃｏｌ．４７２

．

　Ｙ －２　「失業＝雇用」論争の再燃と１９６０年地方雇用法の成立

　１９５８年産業配置（産業金融）法の成立後，失業者は同年１０月に５０万人を越え ，

　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
さらに翌５９年１月には６２万人に達した。保守党は，６０年５月までには総選挙を

実施しなければならない制度的条件（下院議員の任期は５年）の下で，マクミラ

ン政府は９ｄ．＝３ ．７５％の所得減税を含む３億６千万ポンドに達する減税を主要

内容とする１９５９年度予算を成立させた。これは，通常首相は直接関与せず閣僚

でさえ詳細は大蔵大臣が議会に提出後初めて知るという慣行の歳入予算案（税

制の変更，ＰＳＢＲ＝ 公共部門借入所要額の決定）へのマクミランの直接介入により

策定されたものであ った。この予算は，生産＝景気回復過程に入 った後での遅

すぎたリフレーシ ョンであり１年問のタイム ・ラグがあると評価され，短期的

な急成長［〉賃金 ・物価悪循環の再発〔〉国際収支危機〔〉引き締め政策の実施とい

　　　　　　　　　　　　　　　２５）
うストソ プ・ コー循環を予測させる 。換言すれは，１９５８年産業配置（産業金融）

法案審議において全般的リフレーシ ョン政策を要求していた労働党が，その意

味付けはともかく ，結果的に，妥当な判断をしていたことになる 。

　他方では，マクミラン政府は膨大な過剰能力を抱えて辛吟する綿産業の競争

力強化を目指した再編成を実現するために同年７月 ，１９５９年綿業法（ｔｈ．Ｃ。←

　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
ｔｏｎ　Ｉｎｄｕ。位ｙ　Ａｃｔ１９５９，７＆８Ｅ１１．２．４８）を成立させ，生産設備評価額の％の

補助金を給付して（残りの％を産業内部で分担する賦課金で補償）老朽プラントの

廃棄を図り ，１９６２年以前に導入された新設備に対してはコストの■の補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
を供与するという戦後初めての大規模な助成措置を実行した。かかる政策立法

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２１）



　１２０　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

は， 雇用面では既にピーク時＿１９５１年の３７万人から５６年に８５万人減の２８５万

　　　　　　　　　　　２８）
人になっ ていた綿業就業者を総選挙を直前にして一層減少させていくことを予

想させた。さらに，既に言及したように，石炭 ・造船という伝統：基礎産業の

衰退に伴う失業者の増加が進行していた。こうした事情と見通しの中で，マク

ミラン政権は新議会での新しい雇用政策立法の提案を選挙公約（Ｔｈ．Ｎ．ｘｔＦｉｖ．

Ｙ。。。。）の一つに掲げ，前述のように「雇用＝失業」問題を内政上の最大の争

点の一つとする総選挙（５９年１０月８日投票）に突入した。保守党は選挙戦略の主

要課題として失業の局地的＝地方的性格を強調し，労働党も同様の説明ととも

に４０万人の失業者がこの国を再び「二つの国家」に分裂させ保守党は完全雇用

を終らせたと主張したが，両党の主張の相違は鮮明にならずかつ両党とも得票
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
率をへらしつつも ，小選挙区制の下で保守党が圧勝した 。

　こうして，マクミラン政府は新議会の最重要法案として新規の地方雇用法案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）（Ｌｏ．ａｌ　Ｅｍｐ１ｏｙｍ．ｎｔ　Ｂ，１１）を１９５９～６０年会期冒頭の１０月２８日に下院に提出した

。

地方雇用法案は，１９５８年産業配置（産業金融）法成立後マクラウド労相を議長

とする地域失業に関する閣僚委員会（Ｃ．ｂｍ．ｔ　Ｃ．ｍｍ１ｔｔ。。・ｎ　Ｒ・ｇ１・ｎ・ｌ　Ｕｎ・ｍｐ１ｏｙ
－

ｍ．ｎｔ）が設置されこの会合に大蔵省初め関係省庁官僚が出席し，加えて新規任

命されたロジャーズ商務次官（地域開発特別担当）及び彼を補佐するホールズ商

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）
務省局長が新たな地域政策の企画者となっ て起草された正に最重要法案として ，

委員会段階の審議が通常の常任委員会（Ｓｔ．ｎｄｍｇＣｏｍｍ１ｔｔ。。）ではなく本会議が

そのまま委員会になる全院委員会（Ｃ．ｍｍ。廿。。ｍ　Ｈ．ｕ。。）方式によりすすめられ

た。 審議は第２読会（１１月９日及び１０日），委員会段階：全院委員会（１２月１日 ，

２日 ，８日及び９日），報告段階 ・第３読会（６０年２月３日）： 下院成立（・〉勅裁：

３月２２日）という経過を歩んだ。審議時問は約５７時間を要し，与野党論争の過

程で政府 ・与党の受諾による修正 ・追加 ・削除が行なわれたが，採決に付され

た野党修正案はすべて否決された 。

　本節では，１１００コラム（ぺ一ジ）を越える議事録の中から与野党論争の核心

を摘出し，成立した１９６０年地方雇用法（表Ｖ－２　１９６０年地方雇用法の概要を参

照）の政策史的意義を分析したく思う 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２２）
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２４）　Ｂｒｉｔｔａｎ
，ｏ声６壮， ｐｐ

．２２３ －４

２５）　Ｂｒ１ｔｔａｎ
，ｏク６〃 ，ｐｐ２２５ －６

２６）　 Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈｓ　Ｌｅｇａ１Ｅｄｉｔｏｒｉａ１Ｓｔａ丑（ｅ吐）（１９６０），Ｈｏゐ肋びき３勿〃娩げＥ 〃一

　ｇあ〃４Ｂｕ廿ｅｒｗｏｒｔｈ＆Ｃｏ、 ，２ｎｄ　ｅ
ｄ．，ｖｏ１．３９

，ｐｐ
．１３０７－１３

２７）Ｐｏ１１ａｒｄ，

ｎ６ Ｄ舳Ｚｏ伽〃〆伽ルゴ脇Ｅ６０〃ｏ刎ｐ．２９５；Ｗ．Ｌａｚｏｈｃｋ

　（１９８６） ，ＴｈｅＣｏ廿ｏｎＩｎｄｕｓｔｒｙ，ｍＢＥ１ｂａｕｍ＆ＷＬａｚｏｎ１ｃｋ（ｅｄｓ）
，丁加Ｄ６

　６伽３ げ〃３Ｂ〃肋Ｅ６０〃ｏ舳以Ｏｘｆｏｒｄ　 Ｕｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ，ｐｐ
．３６ －７．この政策の結果 ，

　１９６０年３月末までに ，紡錘数は半減し（２５３０万錘→１２９０万錘），織機数は％（２５

　万９０００台→１５万４０００台）に削減され，３００工場が完全に閉鎖された。このために

　支払われた総額は３０００万ポンド超であ った。労働生産性は，１９５６～６１年で１０％
，

　１９６３～７４年には年平均８％上昇したが，爾余の競争相手国に遠く及はなかった 。

２８）　Ｙｏｕｎｇｓｏｎ，ｏク６〃 ，ｐ２２６

２９）　Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏク６
北， ｐｐ．１４３ －４；Ｅ６０刀ｏ閉似Ｓｅｐｔ．１２．１９５９　（Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ

　Ｉｓｓｕｅｓ） ，ゴｏ， Ｓｅｐｔ　１９ ．　 １９５９　（Ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔ１ｏｎ　ｏｆ１９５９） ，４ｏ， Ｓｅｐｔ　２６ ．　 １９５９

　（Ａｕｃｔ１ｏｎｅｅｒｍｇ ，Ｔｈｅ　Ｅ１ｅｃｔ１ｏｎ　ｏｆ１９５９） ，ゴｏ， Ｏｃｔ３．１９５９（Ｔｈｅ　Ｅ１ｅｃｔ１ｏｎ　ｏｆ

　１９５９） ，伽Ｏｃｔ１Ｏ，１９５９（Ｈｅｒ　Ｍａｊｅｓｔｙ ’ｓ　Ｇ
ｏｖｅｒｍｅｎｔ ，Ｉｎｑｕｅｓｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｅ１ｅｃｔ１ｏｎ

，

　６ｏ， Ｏｃｔ．１７ ．１９５９（Ｈｏｗ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｔｒｙ　ｄｉｖｉｄｅｄ） ；３ｏ， Ｏｃｔ．３１ ．１９５９（Ｗｈｏ　Ｗｏｎ

　ｔｈｅ　 Ｅ１ｅｃｔｉｏｎ？）

３０）　〃ｏ〃ｏ舳軌Ｏｃｔ３１ ．１９５９（Ｔｈｅ　Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ’ｓ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍｅ ，Ｔｈｅ　Ｂｕｓｍｅｓｓ

　Ｗｏｒ１ｄ－Ｈｅ１ｐ　Ｗｈｅｒｅ　Ｎｅｅｄｅｄ？） ；Ｐ〃伽舳伽びＤ３６倣３（Ｈ舳肌４）

　（１９５９－６０），Ｖ
ｏ１ ，６１２ ．１９５９，ＨＭＳＯ，ｃｏｌｓ ．２０６ －７

３１）　Ｓｌｏｗｅ
，ｏク６北， ｐ． １８

　Ｖ －２－１　「失業 ・雇用」問題と地域政策の基本的性格をめくる論争　　１１月

９日の第２読会冒頭，法案担当大臣のモードリンク（Ｒ　Ｍ．ｕｄ１ｍｇ）商相は野党

＝労働党提案の全院委員会方式による委員会審議を受け入れた上で，法案提案

理由を以下のように説明した。彼は，¢法案の目的は正式名称に最も良く表

現されているとし，保守党多数議会で成立した１９３４年特別区域法以来両党によ

る一連の努力が払われてきたが，法案はこの主題に関する立法を，経験 ・今日

的な条件及び必要性に照らして現代化することにあるとし，地域間産業配置の

理想的パターンという理論は実行不可能であるという見地から法案が１９４５年産

業配置法の系譜とは異なることを示唆し，　その理由を政府が重視する経済

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６２３）



　１２２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

全体の基礎的な強さ ，わが国の競争的地位が弱まれば完全雇用を　般的に維持

することばかりか（法案の対象である）個別区域の特別問題に対処することも危

うくなるからである ，と説明した。　こうしたわが国資源の効率的利用とい

う原則は，一方では自由な競争的条件の下で特定区域に過度の集中，他方では

特定区域に高水準の失業をもたらす。純粋経済原理では労働者が仕事へ移動す

るのが正しいが，社会的人問的理由から過度集中の緩和にＩＤＣ規制の活用 ，

特別に雇用困難な区域に企業誘致措置を講じる必要がある 。＠当時１９％であ

った失業の一般的水準は今や２％未満であり ，失業率：３８％であ った開発区域

では今や４～５％になりいくつかの旧開発区域は完全雇用下にあり特別問題は

全般的に解決したという認識を示し，他方で経済的技術的な大きな変化のため

に〈新しい小さく孤立した地区＞が特別問題に巻き込まれている。法案提出の

第１の理由は今日的条件に適用不能な古い概念の改革である。　法案提出の

第２の理由は，かなりの行政的混乱を引き起こしている（恒久立法である１９４５年

産業配置法により指定された）開発区域と（緊急措置として制定した１９５８年産業配置

（産業金融）法により指定された）ＤＡＴＡＣ区域との重複を整理し，統一性 ・柔軟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
性・ 変化への対応性を担保する新手続きを採用することである 。

　その上で，モードリングは法案の主要条項を説明したが，特に１９４５年産業配

置法との比較で注目すべきことは以下の通りである（説明途中での質問に対する

答弁を含む）。 ○法案は永続的高失業及び差し迫 った失業の脅威に対処するも

のである（第１条）とし，地域政策から地域産業構造の改善 ・多様化の目標よ

りむしろ失業問題という社会政策的目標を一層重視する姿勢を示唆した。　

商務省が雇用機会を提供する非工業的事業（例，商業的事業）向け建設を行なう

（第２条）。 　建築物の（現金）補助金の新設（第３条）～失業区域における工場

建設の概念的費用（ｎ．ｔ１．ｎ．１。。。ｔ）と市場時価（。岨。ｎｔ　ｍ。。ｋ．ｔ。。１ｕ。）の差額の

８５％の補助金を供与する 。＠ＩＤＣ規制を統合した法案第２章における旧規定

の変更は，１）用途変更による工場取得（例，倉庫［〉工場）の場合，２）個別工場

が規制基準以下でも関連工場群全体がそれを越える場合にＩＤＣ取得義務を課

すことより逃げ道を塞いだことである 。　（被保険労働人口の）１９％に達する開

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６２４）
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発区域は予算特別委員会が指摘するように余りに大き過ぎるのでＤＡＴＡＣ区

域を含めて行政的には整理すれば約１４％が合理的な数字である（これはつい口

を滑らせた発言であり ，審議過程でこの数字そのものと指定区域の公表をめぐる深刻な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）論争になる）。 ＠高失業率を法令上定めるのは賢明ではない 。

　野党＝労働党を代表して冒頭演説をしたのはグリフィス（Ｊ　Ｇ．１冊ｔｈ。／スラネ

スリイ＝サウス ・ウェールズ ：労働党第１次ウィルソン内閣ウェールズ相）であ った 。

彼は，すべての議員及び選挙民に影響する極めて重要な法案の委員会段階の全

院委員会審議方式に同意した件についてのみ政府に謝意を表しながら ，保守党

政府不信を露にしながら法案を要旨次のように批判した。すなわち，¢法案

の名称は言葉の違いではなく哲学及び政策の違いであり ，この国の産業配置を

規制する国家的政策の放棄を意味する 。　第１次世界大戦後以来続いている

在来工業地帯の北部，スコットランド及びウェールズからミッ ドランド及び南

部への人口と産業の移動，特にロンドン大都市群への産業と人口の過度の集中

の行き着く結果は広大な地域の疲弊と２～３の巨大都市へのすべての産業と人

口の集中であるが，法案はこれに対処できるのか？　　法案は粉飾ではない

のか，なぜならトーリー政府の１９５１年以来の惨々たる政策実績は１～２を除い

た爾余の既存の権限を行使してこなか ったことを明白に示している 。＠現代

の多くの産業の立地決定要因は輸送費であり ，この最大の問題が国家利益に反

する産業立地さえ許している原因である 。　開発区域制を廃止して区域経済

の統合性を破壊する小区域（職業安定所区域）への分割には反対である。＠産

業配置法は恒久立法だったのに法案はなぜ７年の時限立法なのか，今日の問題

を７年で解決できるのか？　¢われわれは，政府を法案に含まれる権限によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
ってではなくそれらの権限の行使によっ て審判するものである 。

　これに続く第２読会第１日の論議では法案に対して与野党代表発言を補強す

る形で賛否両論が闘わされ，労働党議員が濃淡に差のある留保付き反対姿勢を

表明し，保守党議員の大多数が積極的賛成，個人主義的自由主義を標祷するヒ

ンチングブル ックを代表とする少数派が批判ないし（特に企業助成に対する）限

定的な反対の態度を示した。その中で止目すべき発言を指摘しよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２５）
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　○わが国の重要な基礎産業及び重要な公共サ ービスの戦略的計画の必要性

を認める首相 ・蔵相は最近２０～２５年問で基礎産業が崩壊した開発区域であるサ

ウス ・ウェールズ，タインサイド及びスコットランド，最近の北東ランカシャ

ーの単一産業依存区域の再計画を実施すべきであり ，これは局地的問題ではな

い。 半世紀に亙るランカシャー 綿業の衰退の中で，今日その再生を目指す

（１９５９年）綿業法は戦略的計画の一つではないのか。（労働党＝シルバーマン／ネル

　　　　　　　　　　　３５）
ソン＆コーン＝ランカシャー）　産業配置法は現代の状況変化の中で機能しな

くなり本法案に代替するのが適切であり ，わがランカシャーにとっ ても極めて

重要である 。法案は戦略的計画を含む包括的法案ではない。（保守党＝ケアリー

　　　　　　　　　　　　　　３６）
卿／マンチ ェスター・ ウイズイントン）　法案に対する根本的な反対は野党側か

ら聞かれなか った。法案が最重要法案の一つとは思えない。私は産業配置（産

業金融）法案にも綿業法にも反対したが，個人から苦境にあるビジネスヘの福

祉国家の拡大には反対であり ，小さな国家家父長主義 ・小さな政府支出 ・小さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
な課税を期待する 。（保守党 ＝ヒンチングブルッ ク卿／ドーセ ット ・サウス）＠近

年， 最高水準の雇用を維持するために可能なあらゆることをなすことが政府の

特別の義務であることを感じない公職にある政党人はほとんどいないしレッ セ

・フェールは遠く過ぎ去 ったことであり ，野党も時代の変化に適応すべきであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
る。（保守党＝ガゥアー／バリィ＝サウス ・ウェールズ）　ヒンチングブル ック卿

の発言がトーリー主義の真の精神を表明しており ，私は同僚議員よりも強く法

案に反対する 。法案は旧来の開発区域概念を破壊し西カンバーランド産業開発

会社を解散させるものであり ，炭鉱 ・鉄道幹線の閉鎖等を抱えるこの区域の状

況を決して改善しない。（労働党＝ピアート／ワーキングトン＝カンバーランド ：第

　　　　　　　　　３９）
１次ウィルソン内閣農相）

　第２読会第１日の野党＝労働党の締め括り発言に立 ったのはあのジェイ（バ

ターシィ＝ロンドン）であ った。彼は産業配置政策の目標，方法及び価値に関す

る驚く程狭い見解や助成対象人口の縮小などモードリング商相の発言を聞いて

法案にほとんど望みはかけられないとし，最近２～３年問における政府の産業

配置法の権限行使の実質的停止を指弾した上で，Ｏ均衡の取れた産業配置と

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２６）
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いう語句を削除した法案名称自体が誤りであり ，歴代商相の最大の失敗はロン

ドン区域の過度開発を抑制するためにＩＤＣ活用を騰曙したことだ。今や，過

度なオフィス開発に対する厳しい国家的規制が必要な位である（第１次ウィル

ソン政権の下でジェイ商相が実行に移す）。 　法案のもう一つの最悪の特徴は７年

という時限立法であることだ。　さらに重大な問題は法案が成立すればすべ

ての現行開発区域が自動的に指定解除になり ，また産業配置法とは異なっ て区

域の指定及び解除は議会に諮る必要のない商務省権限になることである 。新リ

ストは何時公表するのか？　＠われわれが法案に全面的に反対しないのは少

なくとも１９４５年法の多くの本質的権限が体現されていることであり ，委員会段

階で多くの修正を提案するつもりである 。商相に強調したいことは，最も重要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０）
なことは権限を行使するということである 。

　これに対してロジャーズ商務政務次官が行なっ た政府側総括答弁はほとんど

モードリング商相の提案理由の繰返しないし補強であ ったが，指摘すべきは ，

¢７年問の時限立法とした理由は議会に法案が如何に機能したか等，問題を

再検討する機会を保障する最短期問として設定したからであり ，われわれはこ

の国の産業パターンを化石化しようとする野党の一貫した企図を共有するもの

ではない。　ヒンチングブルッ ク卿の発言はトーリー党の哲学を反映したも

のではない，われわれは民問企業の自由な活動を信じるがそれによっ て生じた

経済の慢性的な歪曲を矯正するために介入することは国家の義務と考えている
　　　４１）
のである ，との発言であろう 。

　こうして法案の基本原則に関する総論的論議は第２読会第１日で事実上ほ “

終了し，第２日の議論はそれを補足する形で，失業問題の性格と各地の高失業

地区の実情及びそれらの対策のあり方，さらに１９５１年以来の保守党政権下での

開発区域政策の個別行政分野の実態の指摘を通じて法案の基本原則問題を再論

する展開となった 。

　第２日前半の論議ではスコットランド労働党が前面に出てその地域問題を取

り上げ，人口流出とロンドンやミッ ドランドでの人口 ・雇用増，石炭産業の衰

退や失業の増大，保守党政府の開発行政停止，（イングランド＝ランカシャー）綿

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２７）
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業への３０００万ポンドの贈り物（綿業法による構造改善予算）と対比した石炭鉱業

の放置等，保守党政府の無策を非難した。（フレイザー／ハミルトン＝第１次ウィ

ルソン内閣運輸相，ハービソン女史／ラナークシャー・ ノース ，ロス／キルマーノッ ク

＝同，スコソ トラント相等）これに対しては，マクレイ（ＪＭａｃ１ａｙ） ・スコヅト

ランド相が政策実績を挙げ，民問企業に特定場所での立地命令はできないと反

論し，また保守党スコットランド選出議員が法案の支持発言をするといっ た，

　　　　　　　　　　　４２）
噛み合わない議論となっ た。

　その後の議論では個別地域及び選挙区の産業衰退や失業 ・過疎化問題，対策

としての交通 ・道路整備問題，長距離通勤問題等が取り上げられたが，保守党

は法案支持で共通していたのに対して，労働党は基礎産業の衰退は局地的問題

ではなく ，また現行開発区域政策の実効ある行政的運用や全国的な産業配置政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）
策が必要なことを多様な角度から指摘し法案の欠陥を批判した 。

　第２読会の締め括りとして野党を代表して総括発言をしたリィー（Ｆ　Ｌ。。／

ニュートン＝ランカシャー： 第１次ウィルソン内閣動力相）は，労働党の立場から法

案をめぐる与党：保守党との対立点を要旨以下のように総括した。第１に，新

トーリー 主義が１９４５年（産業配置法）思想の障壁と衝突している ，といえる 。

エクルズ（前）商相が総選挙中に言明した失業に取り組む革命的トーリー計画

なるものがそれである 。すなわち，彼は大きな開発区域に最早助成の必要がな

くなり ，小孤立地帯（。ｍ．１１ｐ。。ｋ．ｔ。）二 黒点（ｂ１。。ｋ．ｐ．ｔ。）に集中している新た

な失業問題に全く新しい機動戦の方法，（工場）賃貸料補助や大型資本補助金

を含む迅速な治療法で大企業を誘致することである ，と発言した。しかし，法

案は既設の措置の統合に過ぎない。第２に重大なことは，１９５８年法による二重

リストの混乱から今度は開発区域と議会の決定権限を廃止しようとしているこ

とである 。開発区域の劇的な変更とは何を意味するのか？　これらのことは第

２読会終了前に解答を得るべき重大問題である 。第３に，なぜ７年の時限立法

にしたのかという問題である。政府は７年後に問題は解決していると信じてい

るが，過去７年問にしたことを見れば今とほとんど変わらないといえる 。第４

に， グリフィス議員の冒頭発言でも明らかなように，「北部」（北部イングラン

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２８）
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ド，

スコットランド及びウェールズ）からグレータ ・ロンドン集合都市を中心と

する「南部」への人口移動は極めて危険な水準に到達し，その結果この島の中

央部にラインを引いて南北に二分する「ディズレイリの２つの国家」
（Ｄ１。。。。１１’。ｔｗ．ｎ。七。ｎ。）が地理的特徴になっ たと思われるのであり ，ＩＤＣ規制

基準と運用の強化が不可欠である 。第５に，石炭 ・造船 ・綿 ・羊毛産業なと

「北部」の基礎産業の衰退（永続的縮小）は一時的不況でも局地的（失業）問題

でもなく ，輸送システム改善や主要基礎産業の代替の検討など産業配置政策が
　　　　４４）
必要である 。

　労働党リィー議員の総括発言に対して政府を代表する総括答弁はヒース（Ｅ

Ｈ・ａｔｈ後の首相［１９７０～７４１）労相であ った。彼の答弁の大部分は第２読会発言者

の発言内容に対するコメントでありまたモードリング商相の法案趣旨説明及び

第１日審議終了時のロジャーズ商務政務次官の総括答弁の延長上にあるが，マ

クミラン政府の失業問題と地域政策の方向づけに関する一貫した認識を確認す

る上で止目すべき発言のみを指摘しておきたく思う 。第１に，ヒースは労働大

臣として，現下の失業者の％～ｘが集中する特定の高失業区域をいわば限界

区域（ｍ。。ｇｍ．１。。。。。）と規定し，これは全面的インフレーシ ョンに導く一般的

財政政策とは別個に取り扱われるべきであり（限界的問題に対する限界的対応）
，

ここに法案の真の重要性があると強調したことである 。第２に，グリフィス議

員が言及した最近７年間の雇用人口の地域問移動は年平均４４ ．６万人という膨大

な規模に達しているが，法案により追求する政策がこの経済状況の全体的趨勢

を変えるであろう ，という認識を示したことである 。第３に，１９５２年から５８年

初めまで失業率は極めて低かったのでありスコットランドはイングランド＆ウ

ェールズの約２倍で推移し，また１９５４～５７年の平均失業率は「正常と見傲され

る３％水準」（ｔｈ・３ｐ・…ｎｔ・・ｔ・ｎ・ｍ・１１ｙ　ｑｕｏｔ・ｄ）以下の２ ．４～２ ．６％であり ，開

発区域も同水準で推移してきたが，５７～５８年に新たに出現した石炭 ・綿業問題

には１９５８年法運用上の教訓を生かした本法案で対処するとの姿勢を示したので

ある 。第４に，グレータ ・ロンドンなど南東イングランドヘの人口集中の危険

性は十分認識しており ，政府は例外を認めつつＩＤＣ規制強化の効果を期待し

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２９）
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ていると指摘した。最後に基幹労働者の再定住移動制度の強化に関連してヒー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５）
スは，高失業の正常的基準は４％であると明言した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６）
　かくして，法案は第２読会を通過した。地域政策の基本原則をめぐっ て， 国

民経済の効率性 ・競争力向上と民問企業の自由な行動を前面に掲げ地域政策を

局地的失業問題の解決（限界的問題に対する限界的対応策）に限定しようとする

保守党の認識と姿勢に対して，産業と人口の均衡のとれた地域間配置を目指し

地域産業構造の改善 ・多様化を通じて構造的失業問題の解決を図り完全雇用を

達成しようとする地域政策重視の労働党の認識と姿勢が合意を形成することは

できなか った 。

３２）Ｐ〃伽脇伽びＤ３肋３３（Ｈｏ舳〃）（１９５９ －６０）
，Ｖ

ｏ１，６１３．１９５９，ＨＭＳＯ ，

　ｃｏ１ｓ ３１－ ６ｃｆ　ＭｃＣａ１１ｕｍ
，ｏク６〃 ，ｐ１１

３３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
砂６〃

，ｃｏ１ｓ３６－４８

３４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ’Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ４８ －６０

３５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ少〃

，ｃｏ１ｓ ７６－ ８５

３６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，砂 ６〃

，ｃｏ１ｓ ８５－ ９０

３７）　Ｐａｒ１ｌａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ９５－１０２

３８）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏｌｓ１０５－１２

３９）　Ｐａｒｌ１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１１２－１８

４０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１３６ －４６

４１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，砂 ６〃 ，ｃｏｌｓ１４６－６１

４２）Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ少６〃

，ｃｏ１ｓ ２１１－４９付言すれは，１９５１～６１年のイギ

　リスにおける地域間失業率の差異と労働者の地域問移動には極めて強い相関が確

　認され，この１０年間でロンドン地域への労働者の純流入は２７４万人に達する一方 ，

　開発区域３地域の純流出は１９９万人に達した，と推計されている 。（Ｒ　Ｋ　Ｏ１ｉｖｅｒ

　（１９６４） ，Ｉｎｔｅｒ－ｒｅｇｌｏｎａ１Ｍｉｇｒａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ｕｎｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ１９５１－ ６１ ，■ｏ脈舳１げ

　Ｒｏツ〃８勿眺肋〃８ｏ舳似Ｓｅｒ１ｅｓ　Ａ，Ｖｏ１１１４，Ｐａ廿１ ，ｐｐ４２－７５　ｃｆ　Ｄ　Ｅ　Ｃ

　Ｅｖｅｒｓ１ｅｙ（１９７１） ，Ｐｏｐｕ１ａｔ１ｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　ａｎｄ　Ｒｅｇ１ｏｎａ１Ｐｏ１１ｃ１ｅｓ　ｓｍｃｅ　ｔｈｅ　Ｗａｒ，伽

　ｇづｏ伽Ｚ８〃〃硲Ｖｏ１．５ ，ｐｐ２１１－２８）

４３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，砂 ６〃 ，ｃｏｌｓ２４９ －３０７

４４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ３０７－１９

４５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ ３１９－３０

４６）通常の手順に従 って，第２読会終了後に法案が付与する権限行使に必要な所管

　　　　　　　　　　　　　　　（６３０）
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省庁の財政資金支出を法的に裏付ける資金委員会（Ｍｏｎｅｙ　Ｃｏｍｍｌｔｔｅｅ）に移行

したが，本稿ではその審議内容は省略する 。（ｃｆ　Ｐａｒ１ｌａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，

ｃｏ１ｓ．３３１－５３；Ｐ〃〃ｏ舳伽切びＤ３６〃３５（Ｈ舳５〃４）（１９５９ －６０）
，Ｖ

ｏｌ ．６１４ ．１９５９
，

ＨＭＳＯ，ｃｏ１ ．１０１４ ．）

　Ｖ －２－２　法案修正をめくる与野党論争の特徴と１９６０年地方雇用法の基本的

性格　　法案の逐条審議を行う委員会段階（全院委員会）は徹夜審議を含み４

日・ ３４時問余に及んだが，第２読会ほと政策論争上の新たな関心を引くもので

はなか った。ここでは，委員会審議の最も重要と思われる論点と結呆，法案修

正の要点及び成立した１９６０年地方雇用法の基本的性格を分析したく思う
。

　６時問余に及ぶ第１日の審議は法案第１条（行使可能な［第１章１権限の目的

と継続期問）に対する労働党による２つの修正案に費やされた（野党側の修正案

は「影の内閣」を中心とする幹部議員［Ｆｒｏｎｔ　Ｂ
ｅｎｃ

ｈｅｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏｐｐｏｓｉｔｉｏｎｌによっ て行

なわれる）。

　フレイザーによる第１の修正案は，保守党政権８年問の地域政策（開発区域

行政）の停止に対する不信感を背景として，権限行使を商務省など所管当局の

裁量規定ではなく議会の意思として義務規定にしようとするものであ ったが ，

　　　　　　　　　４７）
与党により一蹴された 。

　リィー が提出した第２の修正案は，「産業の適正な配置と多様化という目的」

を挿入しようとするものである 。これに対してモードリング商相は，¢産業

の多角化 ・多様化の必要は認めるが「産業の適正な配置」という用語は定義困

難である ，　修正案は全国的な産業の配置と多角化の責任を商務省に押し付

けようとするものであり受け入れられないとしながらも ，後の段階で商務省が

その職務を遂行する際に産業の配置と多角化を考慮しなければならないことを

明確にする修正案の挿入を検討する用意がある ，と答弁した。リィーの修正案
　　　　　４８）
は否決された 。

　第２日の委員会審議には労働党から４件の修正案が提出された 。

　最初の修正案はジェイ提案の法案第１条における “開発区域”（“ｄｅ．ｅｌｏｐｍｅｎｔ

ａ。。ａ”）という（１９４５年産業配置法の）用語の挿入（復活）であ った。ジ ェイは ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３１）



　１３０　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

その理由として，第１に開発区域という考え方の放棄は産業配置政策の当局者

が区域全体に対する責任感覚を喪失し，法案における
“１ＯＣａ１１ｔｙ

’’

という言葉

は大規模主要区域という考え方を全面的に滑落させることになる 。第２に，一

層重要なことであるが，こうした区域に窮境区域（ｄ１．ｔ。。。。。ｄ。。。。）ないし不況

区域（ｄ・ｐ・…ｅｄ　ａ・ｅ・）という悪名を付けてはならないという１９４５年産業配置法

の主要動機，を指摘した。論議の末，モードリング商相は，第１に “１ｏｃａ１１ｔｙ ”

という言葉は空間的規模を限定しない中立的用語として選択したものであるが，

第２に区域の名称は産業家にとっ てできるだけ魅力的であるべきで “窮境
’’

と

いう言葉からは離れなければならず，行政を制約しない（“開発”を含めて）用

語を研究する時問的余裕を委員会に要請する，と答弁した。商相提案を受けて ，

　　　　　　　　　　　４９）
ジェイは修正案を撤回した 。

　マークァンド（Ｈ　Ａ　Ｍ。。ｑｕ．ｎｄ／ミドルスブラ ・イースト）による第２の修正案

は法案第１条に１９４５年産業配置法及び１９５８年産業配置（産業金融）法による旧

指定区域の存続規定を挿入しようとするものであ ったが，商相は法案の主要原

理の一つに全く反するものであるとした上で助成の集中性を強調し，この修正
　　　　　　５０）
案は否決された。他方で，法案では助成区域指定は商務大臣の専管事項であり

縮小が予想される指定予定区域は公表されていなかったので，この問題は法案

審議での重要な論争点の一つを形成していた 。

　リィーが提案した第３の修正案は近い将来に予測される失業を予防する趣旨

での失業を定義する用語法に関するものであ った。すなわち，法案ではこうし

た失業を表現するために “１ｍｍｅｎｔ”（「差し迫 った」ないし「切迫した」という意

味）が使用されたが，リィーはこの言葉は多義的解釈が可能で時間概念が暖味

故に削除し，１９４５年産業配置法にある「失業の特別の危険」の挿入を提案した 。

結局，モードリング商相はリィー修正案を含めた適切な表現法の検討を約束し ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１）
リィーは報告段階での修正提案権を留保して差し当たり修正案を撤回した 。

　委員会審議第２日の最後の修正案はワトキンズ（Ｔ　Ｗ．ｔｋｍ。／ブレコン＆ラト

ナー）による過疎対策，すなわち法案の目的に「人口減少を避けるための追加

雇用機会の必要」を挿入する要求である。これには過疎に苦しむウェールズや

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３２）
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スコソトランド選出議員が同調したが，商相答弁は修正案は法案の目的をはる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２）
かに越え受読不可能であるとするもので，採決の結果否決された 。

　委員会第３日は１３時間近くに及び異例の「徹夜審議」となり ，法案審議は山

場を迎えた 。

　最大の論争点は，冒頭のジ ェイ提案の法案目的を規定する第１条に助成区域

指定手続を新たに挿入する修正案であ った。すなわち，法案では助成区域の指

定及ぴ解除は商務大臣の専管事項（裁量権）とされていたが，ジェイ修正案は

ぞれを１９４５年産業配置法同様に商務省による区域指定リストの作成と両院議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３）
への提出 ・承認手続（解除も同様）を求めるものであ った。助成区域指定問題

は議員の選挙区利害に直結し既にモードリング商相により新指定区域に関わ っ

て現行開発区域 ・ＤＡＴＡＣ区域の縮小（２５％・〉１４％）が示口蒙されていたことが

重なり激しい論議となっ たが，区域指定 ・解除の裁量権（行政的柔軟性）の確

保は政府：保守党にとっ ても法案の生命線の一つであり到底譲歩できるもので

はなか った 。

　この論戦は３時間半に及びその中で労働党側の注目すべき発言を摘出すると ，

ハミルトンは保守党が野党時代には労働党政府の反民主的手続の危険及び委任

立法の悪弊なるものに反対していたのに与党になると同じことをしていると非

難し，またピアートは官僚制の強化に対する反対論陣を張り ，グリフィスは

「最も重要な憲法上の問題である」として抵抗したことである。だが，エロー

ル商務担当（閣外）相（Ｍｍ１．ｔｅ．ｏｆＳｔａｔ。，Ｂｏ。。ｄｏｆＴ．ａｄｅ）は修正案を極めて重要

なものと見傲すと前置きした上で，¢法案は戦前の構造的失業を背景とした

１９４５年産業配置法の改訂版ではなく戦後両党政府の経験から生れた新概念法案

であり ，　商務大臣が虞重に検討した結果，区域指定は行政権の執行上の事

項であるという結論に達したものであり ，　修正案は法案の原理の完全な変

更， 性格全体の変更であるとして，修正案の受け入れを断固として拒否した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４）
保守党多数の委員会はジ ェイ修正案を否決した 。

　野党：労働党の法案第１条に関連したその他の修正提案は，フレイザ ー提案

のズコットランド関連条項（商相及びスコットランド相の共同所管にする挿入修正

　　　　　　　　　　　　　　　　（６３３）
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案）及びフィンチ（Ｈ．Ｆｉｎｃｈ／ベッ ドウェ ルティ＝モンマスシャー： 第１次ウィルソン

内閣ウェールズ担当次官）提案の産業災害 ・職業病による不具者（炭鉱）雇用条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５）
項の挿入修正案であ ったが，いずれも否決された 。

　こうして，漸く野党提案の法案第１条に関連する修正案の委員会審議は終了

し， 委員会第４日を含め法案第２条以下の逐条審議が淡々と進行した。この中

で， 労働党議員が提出した特に止目すべき修正動議（案）は次の通りである 。

¢法案第３条に関して，ジェイが提出した「８５％の建築物補助金」条項の意

図不明確を理由とした撤回動議（否決），ウィリス（第１次ウィルソン内閣スコソ

トランド担当相）提案の政府のスコソトランドの扱いと法案執行の熱意への不

信を背景とした商務省諮問委員会の構成に関する追加条項（第４項 ：労働組合代

表及び地方行政経験者を加えること）（否決），　法案第８条（工業団地管理公社）に

関して，マッ プ（オルダム ・イースト）が提案したイングランドエ業団地管理公

社を３分割して分権化する修正案（否決）及び公社理事に地方政府ないし労働

組合代表を加え定員４名を６名に変更する修正案（モードリング商相による理事

構成に関する検討言明で撤回），　法案第９条（管理公社の機能）に関して，ヒュ

ーズ（アングルシィ）提案の工業団地管理公社に立地遠隔性による高輸送 コス

トを相殺する工場賃貸料滅額調整規定を挿入する修正案（否決），工業団地管

理公社の地元諸機関との協議義務規定を挿入する修正案（商相による修正の精神

の受諾答弁で，撤回），＠ジェイによる議会への商務省年次轍告提出を義務づけ

る新条項の提案（商相による原則受諾答弁で撤回），以上である 。この過程で，同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６）
時に細目的な事項に関する政府提案による修正 ・新条項が可決された 。

　委員会段階における審議で野党＝労働党の修正案のうち政府が検討を約束し

た若干の案件について時間を要し，法案審議の報告段階は２ヵ月近く経過した

翌６０年２月３日にずれ込んだ。ここでは，政府与党及び野党が提出した主な修

正案の要点と結果を指摘しておきたい 。

　先ず最初に成↓した修正案は，労働党＝ジ ェイが要求していた議会に対する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７）
商務省年次報告の提出に関する新条項（成立法第２３条）である 。（表Ｖ－２を参照

，

　　　　　　　　　　　　　　　　（６３４）
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以下同様）

　次に政府側から提出されたのは第１条修正案である。第１点は，政策目的

（第１項）に「産業の適切な多角化に十分配慮して」などの字句を挿入したこと

である 。第２点は，助成対象区域を当初法案では単に ‘１ｏｃａ１ｉｔｙ’（場所，地方 ，

現場，局地）と表示していたのを「開発地区」（ ‘ｄ．ｖ．１．ｐｍ．ｎｔｄ１。位１．ｔ’）に変更し

たことである 。モードリング商相はこの変更理由について，第１に１９４５年産業

配置法における「開発区域」概念から離れることによっ て旧来の制度との断絶

を明確にすること ，第２に「区域」（“ 。。ｅ。”）はむしろ大きい空問を意味し既存

の大規模開発区域と重なるのであり ，「地区」（“ｄｉ．ｔ．ｉ．ｔ”）がこのような大きい

空間も既存のＤＡＴＡＣリストにおける単一タウンのような小空間にも適用で

きるヨリ適切な用語である ，と説明した。したがって，商相は当初の失業地方

（ｕｎ．ｍｐ１ｏｙｍ．ｎｔ１ｏ。。１，ｔ１。。）という負の概念（ｎ．ｇ．ｔ１ｖ。。ｏｎ。。ｐｔ）の悪いイメージを

払拭しつつ，積極的な概念（ｐ。。１ｕ。。。ｏｎ。。ｐｔ）に変更する際にジ ェイが要求し

た「開発区域」から旧制度との断絶を図りつつ「開発」という用語のみを残す ，

　　　　　　　　　　　　　　５８）
という形の妥協を図 ったのである 。また同時に，当初法案の各条項における表

示もすべて「開発地区」に修正 ・統一された 。

　ジ ェイを中心とする野党＝労働党は政府修正案をある程度積極的に評価しな

がら ，第１点の政府修正案に対して「（産業の適切な）配置及び（多角化…）」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９）
挿入する野党修正案を提出したが，採決に付され否決された 。

　ところで，法案第４条（事業向けローンまたは補助金の供与に関する一般的権限）

に「開発地区」の字句を挿入する政府修正案の審議の際，与党＝保守党右派で

自由主義 ・個人王義の観点から法案批判を展開してきたヒンチングフル ソクは

特に民問企業に対する財政的助成に反対してこの条項から「補助金（供与）」

の字句を削除する修正動議を提出し，納税者資金の節約を訴えた。これに極く

少数の与党議員が賛成演説を行なっ たが，野党及び政府が反対し採決に付され
　　　　　　６０）
ずに否認された。このことは，戦間期と対照的な戦後段階における保守党の新

たな政治姿勢 ・政策志向を如実に示すものといえよう 。

（６３５）
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表Ｖ －２　１９６０年地方雇用法の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【前　文】

０　本法は，１９４５年から１９５８年に至る産業配置諸法に代替するものであり ，１９６０年４月１日より施行

　される 。

　　向こう７年間に亙 って，商務省及びその他の省庁は，高失業率が存在するか予測される区域
　（ｌｏｃａｌ１ｔｙ）である開発地区（ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　ｄ１ｓｔｎｃｔ）に適切な雇用機会を提供するための多様な権限

　が付与される 。

　　かかる権限は，事業用土地　建物の提供，建築物補助金，事業向け一般ローン及ぴ補助金の供与 ，

　荒廃（遺棄）地の利用等，基幹労働者及ぴ扶養家族の移住　再定住手当の支給及ぴ基礎的サービス

　の整備に関わるものである 。

＠　商務省の管轄下に開発及ぴ経営管理機能を行使する３つの工業開発公社（イングラント ，スコソ

　トランド及びウェールズの各公社）を設置する 。現行工業団地会社の資産等は，商務省または管理

　公社に移管する 。

　　本法のその他の条項の中で最も重要なことは，産業開発許可証（ＩＤＣ）に関わる１９４７年都市 ・農

　村計画法第１４条第４項の修正である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本法の正式名称】

　高率かつ永続的な失業が存在するか，またはその虞れのあるイングランド，スコットランド及びウ

ェールズの諸区域（１ｏｃａ１ｉｔｉｅｓ）における雇用を促進し，工業団地会社に関する関連条項を定め，１９４７

年都市　農村計画法第１４条第４項及ぴ１９４７年都市　農村計画法（スコソトラント）第１２条第４項（産

業開発許可証）を修正し，さらにそれらの関連事項を定める法律

　　　　　　　【第１章　失業の特別の危険のある区域に雇用機会を提供する権限】

〔第１条〕行使可能な権限の目的と継続期間～（１）本条項における権限は，開発地区の必要に適合す

　る雇用を提供するために，産業の適切な多角化に十分配慮して，行使すべきものとする 。（２）開発

地区の定義 ～季節的か全般的かに拘らず，高い失業率が現に存在しまたはその虞れがあり ，かつ

永続的と見込まれる区域，（３）権限行使の考慮事項　（・）経費と予想雇用の関係，（ｂ）その他の開発地

区への波及効果，（４）開発地区の空間的範囲　（ａ）開発地区または地方ないし区域に関連して ，１９５２

年都市開発法の適用区域である州の郡，（ｂ）スコットランドヘの適用，（・）開発地区ないし郡，ボロ

　ー 及び州に居住する労働者が都合よく働くことのできるように位置している場所，（５）（略）（６）７

　年間の時限立法

〔第２条〕建屋及び用地の提供 ～（・）合意による土地取得または強制収用，（ｂ）商務省用地での建築物

　または工場の建設，（Ｃ）その他の土地の関係者との契約条項に基づく建築物または工場の建設。但

　し，商務省は再開発等を除いて，工業用以外の建築物を取得してはならない。（１９４５年産業配置法

第１条の代替）

〔第３条〕建築物補助金 ～（１）本法の目的のために，商務省は大蔵省の同意を得て商務省が任命する

諮問委員会との協議の後，開発地区における事業用の建築物ないしその拡張の費用に充当するため

　に当該地区の事業家に補助金を供与することができる 。（２）補助金額は，適切な建築物ないしその

拡張分を申請時に公開市場で売却する場合の期待額を越える推定費用超過分の８５％とする 。金額及

　び費用の推計は，商務省が行なう 。（３）商務省は，当該建築物ないしその拡張が本法第１章の目的

　に引き続き寄与することを保証するのに適当と考える条件を課すものとする。特定の事情において

　は補助金の返還を含みうるものとする 。（以下，略）

〔第４条〕事業向けローンまたは補助金の供与に関する　般的権限～（１）諮問委員会の勧告に従い ，

（６３６）
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商務省は，開発地区における事業に関して（・）本法第１章の目的にとっ て本条項の権限を行使する

　ことが適当であり ，かつ（ｂ）当該事業が本条項による追加助成なしに首尾よく遂行される適切な見

込みがあるとの確信が得られた場合，当該の事業家と諮問委員会が勧告する金額及ぴ条件でローン

　または補助金を供与する契約を結ぶことができる 。但し，特定の事情においては補助金の返還条件

　を含むものとする 。（２）大蔵省の同意を得た商務省による当該勧告に関する一般的指示に対する諮

問委員会の遵守義務。（１９４５年産業配置法第４条の代替）

〔第５条〕荒廃地等 ～（１）荒廃地等を利用または近隣快適環境の整備に供する措置を定める 。（２）商務

省は荒廃地等を取得ないし強制収用により利用または近隣１央適環境の整備事業を行なうことができ

　る 。（３）住宅 ・地方行政大臣は，州，カウンティ ・ボローまたは郡の行政府が行なう本条の目的に

泌要な土地取得及ひその利用または近隣決適環境の整備事業に対し補助金を給付することができる 。

（４）略（１９４５年産業配置法第５条の代替）

〔第６条〕基幹労働者及び扶養家族の移住 ・再定住手当の支給 ～（１）何らかの事業の拡張 ・関連ない

　し全部または一部の移転のために開発地区に設立される新規事業への当該事業被用者の移動を助成

するものとする 。（２）労働大臣は，かかる基幹労働者に対して１９４８年雇用 ・訓練法第５条（労働者
　・ 扶養家族の移住 ・再定住費，移動中の生計 ・福利厚生費の支払いを規定）を適用するものとする 。

　（１９５０年産業配置法第４条の代替）

〔第７条〕基礎的サーヒスの整備に対する財政的助成一（１）所管大臣は，開発地区における基礎的サ

　ービスを整備するために大蔵省の同意を得て，整備費に対する補助金またはローンを供与すること

　ができる 。（２）基礎的サ ービスの定義 ～輸送（道路，鉄道，水運及び航空）施設，電力 ・照明 ・暖

房， 上下水道 ・下水処理施設，ないし当該地区の開発，特に工業事業が必要とするその他サービス

　ないし便宜の供与，（３）本条による権限は追加措置とする 。（１９４５年産業配置法第３条の代替）

〔第８条〕工業団地管理公社 一（１）３公社の名称（略），（２）管理公社の役員構成～商務大臣任命によ

　る会長１名，理事４名と担当部署（略），（３）議会決議手続きによる管理公社役員の任命 ・在職期間

　・ 解任等に関する商務省規則の制定，（４）（略）

〔第９条〕管理公社の機能～（１）商務省より管理公社にリースまたは賃貸された土地を管理し，事業

　用建屋等（被用者の必要を含む）または進入手段，サ ービスないしその他便宜を供与するために ，

　同省の指示に従い建築物の建設または拡張及び工場運営により土地を開発するのに必要な業務を行

　なうことを，管理公社の職務とする 。（２）商務省との合意またはその決定に基づく管理公社の基礎

　的サ ービスの提供。（３）一（７）管理公社と商務省との土地，収入及び費用，委任事務等の権限関係規

　定（略）

〔第１０条〕管理公社の会計勘定と商務省（略）　〔第１１条〕管理公社役員の上下両院等議員資格の

　兼任禁止

〔第１２条〕工業団地会社 ～現行工業団地会社の資産，権利，債務及び職員の年金 ・退職金等の承継

　関係

〔第１３条〕土地の強制収用に関する規定（略）　〔第１４条〕　開発地区外の土地等に関する規定（略）

〔第１５条〕　第１章の用語解釈（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　【第２章　産業開発許可証】

〔第１６条〕　産業開発許可証に関する修正 ～１９４７年都市 ・農村開発法第１４条４項（主要法令）は，本

法本章の以下の諸規定に従って施行される 。

〔第１７条〕　主要法令の下で第１章の諸目的に特別の配慮を行なう決定 ～産業開発許可証が申請され

　るあらゆる開発が産業の適正な配置と整合的に行ないうるかどうかを検討する際，商務省は開発地

　区に適当な雇用が提供される必要に特別の配慮を行なうものとする 。

〔第１８条〕用途変更に対する主要法令の適用拡大～（１）用途変更規制の新設 ～当該開発が法令上の

（３３７）
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各級工業用建築物ではない建屋を該当建築物に用途変更する場合，当該開発は工業用建築物の建設

　として主要法令が適用される 。（２）（略）

〔第１９条〕産業開発許可証に関する若干の修正 ～（１）工場拡張規制の新設 ～法令上の各級工業用建

築物の拡張は，産業開発許可証を必要とするものとする 。（２）商務省令による規制基準の変更～

（産業開発許可証は定められた規模を越えない建築物または拡張には必要とされないという）主要

法令の但書（・）延床面積５ ，０００平方フィート［４６５ｍ２１の法定規制基準の失効（但し，経過措置あ
　り），（３）床面積規定の厳格化～工場群（総床面積）への適用（４）（略）

〔第２０条〕　 スコットランドヘの適用

　　　　　　　　　　　　　　　【第３章　一般規則及び補則】
〔第２１条〕“工業用建築物

’’

の意味　　〔第２２条〕地方行政府の建築権限への除外　　〔第２３条〕商

務省の年次報告の作成と議会への報告義務　　〔第２４条〕　商務省の権限の行使　　〔第２５条〕経費と

収入　　〔第２６条〕本法制定に伴う関連諸法の修正　　〔第２７条〕保障融資（ｓａｆｅｇｕａｒｄｍｇ１ｏａｎｓ）

の追加権限　　〔第２８条〕　関連諸法の廃止及び経過規定　　〔第２９条〕　本法の略称と施行期日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【別　表】

〔別表１～第８条〕　産業団地管理公社に関する規定（略）

〔別表２～第１２条〕産業団地会社一覧（略）

〔別表３～第２８条〕廃止法令一覧（略）

資料）Ｂｕｔｔｅｍｏ並ｈｓ　Ｌｅｇａ１Ｅｄｌｔｏｍ１Ｓｔａ丘（ｅｄ）（１９６１）“Ｈｏ肋”びな８伽〃郷 げ〃ｇ加〃♂
’，

２ｎｄ　ｅｄ．， Ｖｏ１．４０

　（１９６０），Ｂｕｔｔｅｌｗｏ汽ｈ＆Ｃｏ．， ｐｐ
．１１１３－ ３４，より作成 。

　扱て，第７条（第２項）について，政府は委員会段階での野党の修正動議を

受け入れ基礎的サービスの範囲について１９４５年産業配置法での規定を踏襲する
　　　　　　　　　　　　６１）
修正案を提出し成立した 。

　第８条における産業団地管理公社の理事定員増と労働組合 ・地方行政府の代

表を含める野党修正動議に対して，政府（ロジャーズ商務政務次官）は労働組合

における十分な経験をもつ人物のみを理事に加える修正案を提出した。ジェイ

は政府修正案を積極的に評価しつつ地方行政経験者の排除に不同意を表明した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２）
が， 採決に持ち込むことは敢えてせず，労働党は政府修正案に同意した 。

　当初法案にあ った第１１条（産業団地調整委員会）に対する野党＝フレイザーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　６３）
削除修正案が政府の同意で成立した。当初法案第１８条（主要法令の下で第１章の

諸目的に特別の配慮を行なう決定［成立法第１７条１）に開発地区における研究開発関

連雇用を促進する字句を挿入する野党修正案（スミス／ストーク ・オン ・トレン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４）
ト・ イースト）は，与野党激論の末，採決に付され否決された 。

　こうして報告段階の審議は終了し，直ちに第３読会に移行して政府及び野党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３８）
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：労働党がそれぞれ修正法案に対する総括的評価と法案施行上の課題を指摘し
　　　　　　　　　　　６５）　　　　　　　　　　６６）
あい，採決ナシで成立した。（勅裁 ＝３月２２日）

　こうして成止した１９６０年地方雇用法は，これにより廃止された１９４５年産業配

置法を基本立法とする６０年までの戦後地域政策にいかなる変化をもたらしたの

であろうか？　これが本節を締め括る検討課題である 。

　第１に指摘すべきことは，この立法は３０年代大不況期とは全く違 って現代の

失業問題を局地的な慢性的＝構造的失業，換言すれは「限界的問題」と把握し ，

それを限界的ないし限定的な政策的介入で治癒できるという着想に基づいてい
　　　　　６７）
ることである 。

　これと関連して，第２にモードリング商相が「地域間産業配置の理想的パタ

ーンという理論は（理論的には論理的であるが）実行不可能である」と第２読会

冒頭で明言したように，地域政策から「地域問産業配置の理想的パターン」な

いし「産業の適正な配置」という目的を後退させ，地域問失業率格差を是正し

局地的高失業を治癒するという「完全雇用」という目的に一層シフトしていく
　　　　　　　　　　　　　　６８）
強い傾向をもたらしたことである 。

　第３に，（制度上の最も重要な変更といわれている）助成対象空問単位として従

来の「開発区域」を廃止して地方職業紹介所区域を基礎単位とする「開発地

区」を新設し，その指定 ・解除を議会の承認決議を必要としない商務省の専管

事項としたことである 。この「開発地区」制度は，一方では指定空間を小規模

化し，他方では指定 ・解除に部分的ではあるが頻繁な変更をもたらし，民問企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９）
業に長期的見通しによる進出計画策定を難しくした 。

　第４に，低利 ローンや補助金等の助成措置の審査機関である大蔵省開発区域

諮問委員会（ＤＡＴＡＣ）を廃止して商務省諮問委員会（ＢＯＴＡＣ）に移管し，助

成対象を非製造業に広げローン適格性基準を緩和し，さらに特定補助金として

工業建築物（工場建屋）補助金を新設したことである 。しかし，この特定補助

金の性格の複雑性（実際の工場建設費と完工時の公開市場価値との差額の８５％）から

　　　　　　　　　７０）
その魅力を減退させた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（６３９）



　１３８　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

　第５に，従来，主要開発区域ことに設立されていた産業団地会社を集約して

大地域（イングランド，スコットランド及びウェールズ）をそれぞれ管轄する３つ

の産業団地管理公社に代替し，中央政府の意思が反映され易いように産業団地
　　　　　　　　７１）
管理制度を改革した 。

　第６に，１９５０年代における「北部」人口のロンドンを中心とした南東部への

移動と集中には経済効率とインフラストラクチャーの面から保守党も危機感を

募らせた結果として，工場立地に対するＩＤＣ規制が多少とも強化された，と

いえるであろう 。

　総括的な評価をすれば，以下の２点が指摘できるであろう 。第１に ，１９５０年

代末までの地域政策は問題地域の健全な経済成長を促進するという長期的な経

済的目的を十分には追求せず，５０年代末の地域問題の悪化の中で成立した１９５８

年産業配置（産業金融）法を契機に短期的な社会（政策）的観点が前面に出てく

る徴侯（局地的失業の救済は経済成長の累積的誘発を刺激する方法には必ずしもならな

い）を示し，戦後地域政策の基礎をなした１９４５年産業配置法体系を廃止した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２）
１９６０年地方雇用法はそれを集約的に表現した，といいうる 。この意味で，１９６０

年地方雇用法は地域政策が経済的目的と社会的目的のいずれを優先すべきかの

論争の新たな出発点となっ た。 第２に，同時に，５０年代と対比したその後の地

域政策の推移から見れば，１９６０年地方雇用法は与野党の共通認識として政府の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３）
政策体系における地域政策の優先順位を再び高める画期となっ た。

　こうして，１９６０年地方雇用法は，１９４５年産業配置法と並んで，戦後地域政策

のもう一つの重要な分水嶺となっ た。

４７）　Ｐ〃伽肋〃吻びＤ助〃２５（Ｈｏ郷伽６）（１９５９－６０），Ｖ
ｏ１，６１４，ｃｏ１．１０１５－ ７２

．

４８）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ

砂６〃
，ｃｏ１１０７１－１１４０

４９）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
砂６〃

，ｃｏ１ｓ１１９５－１２０８

５０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
砂６〃

，ｃｏ１ｓ１２０８ －４４

５１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ少６〃

，ｃｏ１ｓ１２４３ －９２

５２）　Ｐａｒ１ｌａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１２９２ －１３３４

５３）Ｐ〃〃舳３肋びＤ３６倣５（Ｈ舳ｏ〃）（１９５９－６０） ，Ｖｏ１，６１５ ．１９５９ ，ＨＭＳＯ ，ｃｏｋ

　２３１－５

　　　　　　　　　　　　　　　（６４０）



　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（５）（若林）　　　　　　　１３９

５４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ ２３５－３０２

５５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク〃
，ｃｏ１ｓ ３０１－ ８０

５６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ ３７９－ ４７９ ，５２５－ ６９９

５７）Ｐ〃Ｚゴ舳３肋ぴＤ６６倣５（Ｈｏ舳〃）（１９５９ －６０）
，Ｖ

ｏ１，６１６ ．１９６０ ，ＨＭＳＯ，ｃｏ１ｓ

　１００６－７

５８）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク〃

，ｃｏ１ｓ　ｌＯ０７－１０

５９）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ声６〃

，ｃｏＩｓ　ｌ０１０ －５４

６０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃 ，ｃｏＩｓ１０６０ －７６

６１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ１０７７ －８４

６２）　ＰａｒＩ１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ少６〃 ，ｃｏ１ｓ１０８４ －５

６３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１０８５－６

６４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ　ｌ０９５－１１２８

６５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１１２８ －８２

６６）　Ｐ〃伽舳舳勿びＤ６６ｏ娩（Ｈｏ郷ｏ
〃）（１９５９ －６０）

，Ｖ
ｏ１，６２０ ．１９６０，ＨＭＳＯ，ｃｏ１

　２８２

６７）　Ｒａｎｄａ１１
，ｏ少６〃 ，ｐ３０ ，Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏク６〃 ，ｐｐ１４５－６

６８）　Ｋｅｅ
ｂ１ｅ，１〃６螂加〃工０６〃ゴｏ〃舳ゴ戸加舳加ｇ加肋６び〃伽３Ｋ加ｇ６ｏ吻ｐ

．２２６；

　Ｒ
ａｎｄａ１１

，ｏク６〃 ，ｐｐ３０－１ ．３３

６９）Ｒａｎｄａ１１
，ｏ声泓，ｐｐ

．３１－２；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏク泓，ｐｐ
．１２１－ ２；Ｂｒｏｗ叫ｏ声６北， ｐ． ２８８；

　ＭｃＣａ１１ｍ，ｏク６払， ｐ． １２；Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏか泓，ｐ
．１４５

７０）ＲａｎｄａｌＬ　ｏ
ク６〃 ，ｐ３２ ，Ｋｅｅｂ１ｅ

，ｏク６〃 ，ｐ２２６ ，ＭｃＣａｌ１ｕ叫ｏ少６〃 ，ｐｐ１１－ ２，

　ＰａｒｓＯｎｓ，ｏ声６批，ｐ
．１４５

７１）　Ｒａｎｄａ１ｌ
，ｏ〃６〃 ，ｐ３２

７２）Ｒａｎｄａ１１
，ｏ〃〃

，ｐ３３ ，ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ戸６〃 ，ｐ１１９

７３）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏか６北， ｐ． １２０；Ｌｅｅ，ｏク６〃， ｐ． １５９

　Ｖ －３　地域政策再強化への過渡期における政策運営の実際と評価

　１９５１年の政権復帰以来，先進国では最低水準であるが持続的経済成長と事実

上の「完全雇用」実現の条件下で地域政策を行政的に停止してきた保守党は経

済成長と雇用に積極的な政策を指向するマクミランを党首：首相とする体制の

下で，１９５８～５９年不況と伝統＝基礎産業の長期的衰退の顕在化を契機に地域政

策を再開する方向転換を行 った 。

　マクミラン政府は，先ず地域政策の基本法である１９４５年産業配置法による開

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４１）



　１４０　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

発区域行政の大部分を事実上停止したまま局地的高失業区域をＤＡＴＡＣ区域

と指定しこの区域に立地する企業に補助金またはローンを供与する緊急的な臨

時立法である１９５８年産業配置（産業金融）法を成立させ，その上で次に基本法

と臨時立法との併存による行政的混乱を解決し同時に大不況：大量失業時代の

遺産と見なした産業配置法体系（１９４５年産業配置法基本法とし１９４７年都市 ・農村計

画法（第１４条第４項）を補完とする地域政策立法）を戦後完全雇用時代に相応し

い枠組に改廃し，さらにイキリス産業の国際競争力回復という国民経済的優先

課題との整合性を図る新政策立法（１９６０年地方雇用法）を時間をかけて準備し翌

年１０月に執行した総選挙に望んだのである 。両者に共通することは，政策行政

当局の裁量権を拡大し産業配置法体系における政策手段の大半を存続させなが

らその目的を局地的高失業対策に限定して推進することであ った 。

　Ｖ －３－１　短命に終 った１９５８年産業配置（産業金融）法と地域政策再強化へ

の序曲　　１９５８年産業配置（産業金融）法により ，５８年７月以降，高失業率の

存在を基準として，ＤＡＴＡＣ区域が指定された。すなわち，図Ｖに示されて

いるように，コーンウォール，北東サフォークの小地区，デボン ，ケント ，ノ

ーフォーク ，リンカーンシャーやヨークシャーの海岸地帯などの広範囲に亙る

新規の小区域が第１次指定され，続いてウェールズの北西部（アングルシイ ・カ

ナーボン区域）やペムブル ック地区，スコットランドのグランピアン東部とハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４）
イランド全域が指定され，被保険労働人口の約５％に達したと推定される 。

　マクミラン政府の地域政策強化への転換を印象づけるもう一つの指標は ，

１９４７年１０月以来停止されていた商務省保有の企画工場及び５６年末以来停止され

ていた同注文工場の建設を５９年春から再開したことである 。とはいえ，５８年法

が廃止された６０年３月までに拡張を除き新規に完工した工場はほとんどなか っ

た。 そのため，１９５５年以後６０年３月末までの約５年間に商務省保有賃貸工場の

延床面積増加は３７ ，８７０ｍ２ に留まり増加率は総延床面積（約４２５万ｍ２）の１％

以下（Ｏ．９８％）という低水準であり ，これらの全工場における雇用増は１５ ．１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　７５）
人（総数２０万１０００人）に留まっ たのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（６４２）
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図Ｖ　ＤＡＴＡＣ区域と開発地区（１９５８－６６）
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　ｐ
．２２７，より借用 。

　こうした中で，１９５７年度に戦後最低の２８０万ポンド，５８年度も同様に３６０万ポ

ンドと低迷していた地域政策予算は，５９年度に８６０万ポンドと相対的低位なが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６）
ら５０年代の最高水準に達し（表皿一５を参照），１９６０年地方雇用法成立以後の６０

年代に急増していく 。

　他方で，工場立地に対する負の規制（ｎ．ｇ．ｕｖ。。ｏｎ位ｏ１）とよはれるＩＤＣ規制

　　　　　　　　　　　　　　　　（６４３）



　１４２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４１巻 ・第５号）

は次第に強化されていっ た（図１Ｖ －２を参照）。 ミッ ドランズ及びロンドンを含

む南東部における工場立地に対するＩＤＣ規制による開発申請否認率を延床面

積・ 関連雇用の２基準で見ると ，それぞれ，１９５７年に１ ．０％一２ ．１％だ ったのが，

５８年には８ ．１％一１３ ．８％へと急増し，５９年もその水準（１１ ．３％一１３ ．７％）を維持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７）
した。以後，１９６６年のピークに向かって逓増していく 。１９５９～６０年におけるマ

クミラン政府の総選挙目当てとも思われるＩＤＣ規制の象徴的な出来事はブリ

ティシ ュ・ モーター・ インダストリー社（ＢＭＣ）のミッ ドランズ及びグレータ

・ロンドン区域での工場の大規模拡張計画の申請をモードリング商相による直

接交渉の後そのかなりの部分をサウス ・ウェールズ，マージィサイド及びスコ

ットランドでの工場新設の形での変更を受け入れさせ，総額３１００万ポンドに上

る財政的助成を供与したことである 。同様の交渉は同時にフォード，ボグゾー
　　　　　　　　　　　　　　　　７８）
ルやルーツ社に対しても行なわれた 。

　こうして，１９５８年産業配置（産業金融）法は施行期問１年半余で廃止され

１９６０年地方雇用法にその道を譲ったが，局地的高失業の解決に程遠い政策実績

をさて措けは，マクミラン政府は地域政策強化への方向性だけは明確に示した

のである 。

　７４）Ｋｅｅ
ｂｌｅ

，ｏ声６狙， ｐｐ
．２２５，２２７．ＤＡＴＡＣ区域の被保険労働人口が約５％であ

　　　るというのは，（１９６０年）地方雇用法案審議における開発区域指定をめぐるモー

　　　ドリング商相とジェイの論議の中で，ジ ェイが言及した開発区域が約２０％，開発

　　　区域 ・ＤＡＴＡＣ区域の合計が少なくとも２５％という数字などに基づいている 。

　　　（Ｐ〃伽刎伽〃びＤ３加泌（Ｈｏ郷〃６）（１９５９ －６０），Ｖ
ｏ１，６１４，ｃｏ１ｓ．１２３８－４０）
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　Ｖ －３－２　１９６０年地方雇用法による地域政策再強化への試行的訓進　　保守

党政権下での１９５１～５７年における地域政策（開発区域）行政の事実上の停止に

対する不信感を背景にして，野党 ＝労働党が１９５８年の産業配置（産業金融）法

案及び５９～６０年の地方雇用法案の審議の際に法案の内容をめぐる論議とともに

繰り返し強く主張したのは，法案により付与された権限をいかに行使するのか

ということであ った 。

　他方で，伝統＝基礎産業の長期的衰退の顕在化が５８～５９年不況と重畳した多

数の局地的な高失業ないし構造的失業の現出は与党＝保守党の政権維持にとっ

て厄介で重大な問題であ った。５９年１０月総選挙では保守党はこうした性格の失

業問題の解決を公約して２３議席増の３６５議席を獲得して（得票率は０．３％減）圧勝

　　７９）
したが，この公約が空約束に終れば次の総選挙ではその政治責任が問われ敗北

する現実的可能性さえある 。現に５９年総選挙でさえ北アイルランドを除いて地

域別失業率の最も高かったスコットランド（４．４％）では保守党は４議席を失 っ

　　　８０）
ているし，そのうえ保守党が総選挙で勝利するには肉体労働者（ｍ．ｎｕ．１

ｗｏ．ｋ。。。）の投票者から３０％以上の得票を必要とするという得票推計学上のジ

　　　　　　　　　８１）
ンクスがあるのである 。

　１９６０年地方雇用法に基づく新たな地域政策の展開は，４月１日の施行前から

波乱の幕開けとなっ た。 開発地区リストを事前に入手した労働党は，２月２３日
，

下院本会議に「本院は政府が発行する開発地区リストに地方雇用法案による特

別権限（の行使）を必要とする多数の地区を含めていないことを遺憾とするも
　　　８２）
のである」という政府非難決議案（動議）を提出したのである 。労働党を代表

して提案理由の説明を行なっ たロー ベンスは，先ずリストから外された前

ＤＡＴＡＣ区域を選挙区とする保守党議員にも同調を求め，次にランカシャー

綿業都市が１つも含まれていないこと ，出身州である北東部のノー サンバラン

ドではタインサイドの小区域を除いてホルトウィッスルという小村しか指定さ

れていないこと等を指摘し，さらに総選挙中のエクルズ前商相の演説及び法案

審議過程でのモードリング商相の発言を引用し，リストが不十分であることを

主張した。これに対抗して，商相は政府与党を代表して政府支持決議案を提出

　　　　　　　　　　　　　　　　（６４５）
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した。与野党間で６時問に及ぶ激しい論戦が展開されたが，結局，与党内から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３）
同調者は出ず労働党決議案が否決され，政府支持決議案が採択された 。

　こうして開始された保守党による地方失業対策の色彩が前面に出た新たな地

域政策再強化への過渡期（１９６０～６２年度）の実際的特徴を分析しその評価を試

みたく思う 。

　商務省は，最初の開発地区指定リストを１９６０年３月２９日に公表した。その指

定基準は１９５９暦年の平均失業率２０％に基づき失業率４５％以上と定められ，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８４）
れは恒久的に固定されるものではないとされていたが，実際には６３年度まで継
　　　８５）
続された。但し，年次報告書によれば４．５％以上を指定基準にしながらも雇用

見通しの良否によっ て上下０２～０３％の範囲内で柔軟な運用も行なわれた 。

（６４年１０月総選挙での保守党の敗北の結果，政権に復帰した労働党政府が変更）。 同時

に， 開発地区指定の空問基準は職業紹介所区域というイギリス労働者の通勤範

囲内の小空間であり ，失業率４５％以上の小地区は南東部にもありうる 。実際

にも ，ロンドン＆南東部開発地区として６０～６１年度に３カ所，６２年度に１カ所

が指定を受けたのである 。また，こうした基準は旧来の開発区域政策では対象

外に置かれた工業開発には不適当な農村区域であるコーンウォール，ノース ・

デボン，ノース ・ウェールズ，ハイランドやスコットランド島喚部などの指定

が行なわれることになり ，こうしたことから１９５８年産業配置（産業金融）法以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８６）
来サ ービス業を助成対象に含めることになっ た。 しかし，被保険労働人口比率

で見れば開発地区に指定された大部分は旧開発区域であ ったことも確認される

べきである 。（図皿 一１と図Ｖとを比較対照せよ）。

　６０年３月の開発地区第１次リストではグレート ・フリテン被保険労働人口の

約１２ ．５％が包摂されるに留まり ，旧助成区域人口に比して半分に削滅され，法

案審議中に推定されていた１４％をも下回 った。商務省は，６１年度（年度平均失

業率１ ．５％）には指定基準に基づきかなりの地区の新規指定 ・指定解除 ・指定停

止（“ ｔｏｐ
－１ｉｓｔ”： 雇用見通し改善のため助成の追加申請の不受理）を実施し，開発地

区被保険労働人口は７２％へと急減した。ところが，６２年度（同，２１％）には

新規指定 ・指定解除 ・指定停止 ・指定復活が実施され，被保険労働人口は再び

　　　　　　　　　　　　　　　　（６４６）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８７）１２ ．５％へ戻るという形で頻繁な変更が行なわれた。こうした開発地区の包摂範

囲の目まぐるしい変更は，一方では指定 ・解除権限が商務省の専管事項にな っ

た結果としての行政的裁量ないし法令運用の柔軟性を示すものであるが，他方

ではそのことによる開発地区指定の不安定性が民問企業の投資（財務）計画に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８）否定的影響を与え開発地区への進出を騰跨させる重要な原因の一つとなっ た。

　マクミラン政府はこの３年間の開発地区政策に対して推定総額８０２９万ポンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９）
の政府予算を計上した（表Ｖ －３－１を参照）。 年平均では２６７６万ポンドであり

，

５０年代における保守党政府の地域政策支出の５倍水準（名目額）に達し，政策

姿勢の転換は明白となっ た。

　３年間の開発地区助成総額のうち初年度に５０％を越える５０５４万ポンドの支出

が計上（実質額４７２０万ポント）され，マクミラン政府の政策姿勢が本物であるこ

とを顕示した。地域別では，５９年に失業率が高く保守党が総選挙で後退したス

コットランドヘの相対的重点化が目を引く 。そして助成の集中化の公約は，イ

ングランドではマージィサイト（３年問の単純合計で１８５７万ポント）と北東部（同 ，

８９１万ポンド），スコットランドではグラスゴー＆セントラル ・ベルト（エジンバ

ラとグラズゴーを結ぶ工業と人口の集中地帯／同，４６９４万ポンド），ウェールズでは

規模は小さいがサウス ・ウェールズのカー ディフ ・スワンジィ区域（同，７２０万

　　　　　　　　　　　　　　　　９０）
ポンド）への集中化の形で進められた 。

　産業別では，自動車（同，５２５０万ポンド）で突出した位置を占め，機械（電気

機械を含む） ・金属（同，２２７９万ポンド）がそれに続き ，さらに雑貨（７２６万ポンド）

　　　　　　　９１）
が第３位を占めた。自動車産業のこの突出的位置は，既に言及した１９５９～６０年

におけるモードリング商相によるＢＭＣを初めとした自動車企業との直接交渉

による工場拡張計画に対する開発地区への立地説得ないし誘導の結果を反映し

たものである 。

　こうした１９６０～６２年度の３年問における助成全体による推定雇用は（各種重

複を相殺して）８万９５００人に達するが，この数値は完全操業水準に達した時点

での推定値であり６２年度末の現数値ではないことに注意を要する 。

　次に，開発地区政策を個別分野別（６３年３月末現在の累計値）に見ると ，第１

　　　　　　　　　　　　　　　　（６４７）
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表Ｖ －３－１　１９６０年地方雇用法による開発地区助成総額の推移（１９６０～６２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額／£１０００，雇用／人）

１９６０年度 １９６１年度 １９６２年度 １９６０～６２年度累計

ブロジ１政府支１推定

エクト…出推定…雇用
　１額

プロジ１政府支１推定

エクト…出推定…雇用
　１額

プロジ１政府支１推定

エクト…出推定…雇用
　１額

プロジ１政府支１推定

エクト…出推定…雇用
　１額

イングランド
１・・１１・

・…１…１・・ ・１１ｌ…１１・ ・１・・
・・１１・

・１・ｌ１１・ ・…
１１１１・１

・・１・１・１ ・…

ウェールズ ３０１６ ．５９７１６ ，８００ ２２１９５４１２ ，８００ １１１３９７１８００ ４９１７ ．８５５１９ ，２００

スコットランド
６４１１５

．２１６１２０ ，ｌ００
８１１１１

，１０７１１１ ，１００
１１１ｌ

，０３８１１ ，ｌ００
１００１・１

，１１８１１３ ，３００

合　計
１１４１１０

．１４１１１１ ，４００
１１８１１・

，１１８１１１ ，１００ １３６１１６ ・０７４１２７ ・１００
・０６１８１

，１１Ｏ１８１ ，ｌ００

備考）各年度の単純累計と１９６０～６２年度累計が一致しないのは，各年度末の推疋値とその後の確定値との差，ブ

　　 ロジェクトの重複とその後の相殺及び申請辞退のタイム ・ラグの重畳的結果である 。

資料）Ｂｏａ　ｄ　ｏｆ　Ｔ　ｄｅ１就Ａ舳伽１Ｒゆ〃ｏゾＬ０６〃厄砂１ｏ〃〃ん’１９６０（１９６１），ｐ８ ，ｄｏ，２〃Ｒ桝〃
　　（１９６２）

，ｐ
．６；ｄｏ，８〃Ｒ桝れ（１９６３），ｐｐ

．７－ ８， より作成 。

工場数 延床面積 費用 推定雇
面榎（１９６０～６２年度）　　（１０００ｍ‘）

１０００ｍ２ £１０００ 用／人 １９６０年度 １９６１年度 １９６２年度 累計

イングランド ６５ ２１２ ．４ ８， ９１８ １４ ，２００

イングランド ５５ ．３ ９４ ．２ ７６ ．９ ２２６ ．５

ウェールズ
２７ ９４ ．４ ５， １０９ ６， ５００

ウェールズ
１０１ ．０ ２２ ．７ １１ ．３ １３５ ．Ｏ

スコットランド ６０ ３３７ ．４ １４ ，３７７ １７ ，０００

スコットランド ３７ ．８ １５８ ．３ １１３ ．８ ３０９ ．９

合　計
１５２ ６４４ ．２ ２８ ，４２４ ３７ ，７００

合　計
１９４ ．１ ２７５ ．２ ２０２ ．１ ６７１ ．４

表Ｖ －３－２　開発地区における商務省工場　表Ｖ－３－３　開発地区における産業団地
　　　　　　　（建屋）の建設　　（１９６０～６２年度）　　　　　　管理公社工場（建屋）建設の延床
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積（１９６０～６２年度）　（１０００ｍ２）

備考）¢　事業認可統計。取消された事業計画は除く 。　備考）¢　工場完工統計。事業認可年度は多様である 。

　　　　延床面積は平方フィートを平方メートルに換　　　　◎延床面積は平方フィートを平方メートルに換

　　　　鼻した・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算した
。

資料）Ｂｏａ　ｄ　ｏｆ　Ｔｍｄｅ（１９６３） ・８７６Ａ舳伽１Ｒ功ｏ” ヴ資料）Ｂ。砒ｄ．ｆ　Ｔ、、ｄら１、’Ａ””伽１Ｒ功ｏ〃 げＬ０６〃
　　 ム・・

”肋伽閉舳１９６ｑ・
・５

・　　　　 厄榊Ｗ〃〃１９６０（１９６１），。
．５；

払２〃伽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃ｏ行（１９６２） ，　Ｐ，４；ｄｏ，８７４Ｒ２クｏ〃　（１９６３） ，　

Ｐ．
５，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より作成 。

表Ｖ －３－４　建築物（工場）補助金

　　　　　　（１９６０～６２年度）

表Ｖ －３－５　事業助成（ローン及び補助金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９６０～６２年度）

ブロジェ 補助金額 推定費用 推定雇 プロジ 金　　額（£１０００）

クト数 £１０００ 補助率 用／人 エクト
推定雇

数 ローン 補助金 合計
用／人

イングランド ３５ ６， ８８６ １３ ．８％ ２４ ，３００

ウェールズ ９ ３２９ ２１ ．０ １， ６００ イングランド ８３ １１ ，３４５ ２， ７４８ １４ ，０９３ ３２ ，７００

スコットランド ３８ １， ２６３ １７ ．１ １２ ，Ｏ００ ウェールズ
１６ ２， ０８４ ３３３ ２， ４１７ ６， ４００

スコットランド １１３ ２４ ，７７４ ２， １０４ ２６ ，８７８ ２１ ，４００

合　計
８２ ８， ４７８

一
３７ ，９００

合　計
２１２ ３８ ，２０３ ５， １８５ ４３ ，３８８ ６０ ，５００

触：一、　　 一±■…き他二目△も浴ノ備考）申請辞退分を除く 。

資料）Ｂｏ趾ｄ 　ｏｆ 　Ｔｍｄｅ（１９６３），３〃Ａ舳吻１地一

　　クｏ〃ｑグム０６〃１…：刎クあＷ２〃Ａ”１９６０，ｐ
．６

備考）申請辞退分を除く 。

資料）Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ 　Ｔｍｄｅ（１９６３），８〃Ａ舳〃Ｒ桝〃 ガエｏｃ

　　〃厄刎伽〃刎ん〃９６ｑｐ
．７

（６４８）
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に商務省管轄の賃貸 ・売却向け工場建設（表Ｖ －３－２）では１５２工場，延床面積

６４万平方メートル，２８４２万ポンドの支出，推定雇用３万７７００人（６０年４月～６３

年２月の賃貸工場における現雇用増は１万５千人台［但し旧開発区域等開発地区外を含

む１と推定される）であり ，第２に産業団地管理公社の工場建設（表Ｙ －３－３）

の延床面積は商務省工場と肩を並べる６７万平方メートルに達し，第３に新設さ

れた建築物（工場）補助金（表Ｖ －３－４）は８２プロジェクト ，８４８万ポンド，推

定雇用３万７９００人で建設費への推定現金補助率は１４～２１％に上り ，最後に事業

助成（表Ｖ－３－５）は予算支出額が最も多く２１２プロジェクト ，ローン３８２０万ポ

ンド，補助金５１９万ポンド，合計４３３９万ポンド，推定雇用６万人超であ った 。

　以上が開発地区への民問工場等誘致により雇用増を図る積極的政策展開であ

るが，他方で負の工場立地規制であるＩＤＣ規制の推移を確認しよう 。一方で ，

１９６０～６２年におけるミッドランズ及びグレータ ・ロンドンを含む南東部への

ＩＤＣ否認率（図Ｗ －２を参照）を時系列で見ると ，件数では８ ．５％ 〔〉７ ．１％ ［〉

９． Ｏ％，延床面積で１２ ．１％ ［〉１５ ．４％ 〔〉１８ ．４％，さらに関連雇用では１６ ．７％ 〔〉

　　　　　　　　　　　　９２）
１９ ．１％ウ２４ ．２％となっ ており ，雇用人員の多い大規模で労働集約型の工場建設

（新設　拡張）申請への否認率が次第に高くなっ ている傾向を示している 。これ

には，１９６０年地方雇用法第１８条（［他用途から工場への１用途変更に対する主要法令

の適用拡大）及び第１９条（産業開発許可証に関する若干の修正）第１項（工場拡張規

制の新設）と第３項（床面積規定の厳格化）による規制権限の強化，さらには申

請受付機関である地方行政当局に対する住宅 ・地方行政省による運用厳格化の

ための２度に亙る通達（ｔｈ・Ｄ・ｐ・・ｔｍ・ｎｔＣ１・・ｕ１… ，Ｎｏ３２／６０，１６ｔｈＭ・ｙ，１９６０＆

　　　　　　　　　　　　９３）
Ｎ。。９／６２，１４ｔｈ　Ｆ．ｂ

．ｕ。。ｙ，１９６２）を通じた行政姿勢の明確化が大きく寄与した
，

と思われる 。

　他方で，１９６０～６２年度におけるＩＤＣ発行否認の裏側で行なわれたＩＤＣ発行

（許可）による地域別推定追加雇用のウェイトを検証するために作成されたの

が表Ｖ －４である 。グレート ・ブリテン１１地域のなかで総人口比率に対して被

保険失業率が高いのが北部，北西部，ウェールズ及びスコットランドの４地域

（総人口比率＝３４４％／被保険失業者比率＝５２７％）である 。これに対して４地域へ

　　　　　　　　　　　　　　　　（６４９）
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　　表Ｖ－４　平均失業者数とＩＤＣ認可による推定追加雇用（１９６０～６２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位／１０００人）

総人口比率 被保険失業者数 ＩＤＣ発行による推定追加雇用

地　　域 ％／ＧＢ

６１センサス 絶対数　１　 ％／ＧＢ 絶対数　１　 ％／ＧＢ

北　　　　　部
６． ３ ３４ ，９　１　　９

．９ ２０ ，７　１　　９
．６

東西ライデイング
８． １ ２０ ，４ 　１　 ５． ８ １０ ，７ 　１　 ４． ９

北ミッ ドランド
７． １ １６ ，０　１　　４

．５ １５ ，６　１　　７
．２

ミッ　ドランド
９． ３ ２８ ，４ 　１　 ８． １ １３ ，０ 　１　 ６． ０

東　　　　　部
７． ３ １５ ，２　１　　４

．３ ２６ ．４　１　　１２ ．１

ロンドン＆南東部 ２１ ．６ ５４ ．２ 　１　 １５ ．４ ２５ ．６ 　１　 １１ ．８

南　　　　　部
５． ５ １３ ，３ 　１　 ３． ８ １６ ，７　１　　７

．７

南　　西　　部
６． ６ １８ ，９ 　１　 ５． ４ １７ ，２ 　１　 ７・ ９

北　　西　　部
１２ ．８ ５３ ．４ 　１　 １５ ．２ ２７ ．１ 　１　 １２ ．５

イングランド
８４ ．７ ２５４ ．７ 　１　 ７２ ．４ １７３ ．０ 　１　 ７９ ．７

ウ　ェ　ー　ルズ
５． ２ ２５ ，４ 　１　 ７． ２ １８ ，３ 　１　 ８． ４

スコットランド
１０ ．１ ７１ ．８　１　　２０ ．４ ２５ ．７　１　　１１ ．９

グレート ・ブリテン １００ ．０ ３５１ ．９ 　１　 １００ ．０ ２１７ ．０ 　１　 １００ ．０

備考）被保険失業者数は当該期間の平均値，ＩＤＣは当該期問発行分であ私

資料）Ｓｅｍ心Ｒｅｐｏｒｔ１ｍｔｈｅＥｓ舳ａｔｅｓ Ｃｏｍ１甘ｅｅ，Ｓ １ｏ１９６２－６３

，〃舳舳舳ｏ〃３ Ｌｏｃ

棚砂切
　　舳刎ん’１蜘，Ｍａｙ１９６２

，ｐ
．８２

のＩＤＣ発行による推定追加雇用比率は４２ ．４％であり ，総人口比率より高く被

保険失業者比率より低い中間値である。ウェールズの推定追加雇用比率は被保

険失業者比率よりも高く ，北部は両者がほ “同水準，北西部の推定追加雇用比

率は被保険失業者比率よりも２～３％低い程度であるが，スコソトランドの推

定追加雇用比率は総人口比率をわずかに上回る程度で被保険失業者比率に遠く

及ばず，失業問題が最も深刻な状況にあ ったことを示唆している 。

　こうして，１９６０年から地域政策の新段階の画期をなす１９６３年の地方雇用法

（修正法）や財政法（助成区域立地企業に対する投資税額控除条項）の成且までの問

の地域政策の姿勢は，既に指摘したように，不況と景気過熱との中間路線を舵

取りする際に遭遇する地域間不調和に対するいわばハソファー（緩衝装置），す

なわち選択的リフレーシ ョンとして機能させようとするものであ った。モード

リング商相時代（１９５９～６１年／６２～６３年に蔵相）は地方雇用政策の単なる再活性

化を越えて，ＢＭＣの立地指導に典型的に示されているように政府に経済管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６５０）



現代イギリス地域政策の段階と特質（５）（若林）

表Ｖ －５　開発地区における失業率の推移（％）

１４９

５９ ．１２ ６０ ．３ ６１ ．３ ６２ ．３ ６３ ．３ ６０平均 ６１平均 ６２平均

開　　発　　地　　区
５． Ｏ ４． ９ ３． ９ ４． ４ ６． ５ ３． ９ ３． ７ ５． ０

イングランドＤＤｓ 一 一
３． ８ ４． ４ ６． ５ ３． ７ ３． ６ ５． １

スコットランドＤＤｓ ’ 一
４． Ｏ ４． ３ ６． ５ ４． １ ３． ８ ４． ９

ウェールズＤＤｓ １ 一
４． ４ ５． ２ ６． ７ ４． ２ ４． ３ ５． ５

Ｇ　　Ｂ　　平　　均
２． Ｏ １． ８ １． ４ １． ８ ２． ８ １． ５ １． ５ ２． １

備考）（Ｄ　年次平均は，年度（４月～３月）平均である 。

　　　　ＤＤｓは開発地区（Ｄｅｖｅｌｏｐ　ｅ　ｔ　Ｄ１ｓｔｒ１ｃｔｓ）の略称である
。

資料）Ｂ　ａ　ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ，１５’Ａ舳伽１Ｒ砂ｏれ げム０６〃厄砂１ｏツ肋〃ん‘１９６０（１９６１）ｐ．１４；ｄｏ，２〃Ｒ功ｏれ

　（１９６２），ｐ
．１１；ｄｏ，３〃Ｒ砂ｏれ（１９６３）

，ｐ
．１２．より作成 。

をヨリ統制主義的（計画的）方向に拡張する用意があることを示唆するもの

（保守党右派には「忍ぴ寄る杜会王義」（ ‘・・ｅｅｐｍｇ・ｏｃ１ａｌ１・ｍ’）と映る）であり ，ハソ

ファーとしての地方失業対策の役割が経済政策の意思決定過程に統合されてい

った，といいうる 。こうした姿勢はマクミラン首相自身の失業問題に対する関

心の増大とともに，モードリングを引き継いだエロール商相時代（１９６１年～６３

　　　　　　　　９４）
年）にも継続された 。

　マクミラン首相とモードリング商相の下での１９５０年代とは異なる地域政策再

強化ないし再活性化のこうした行政努力にも拘らず１９６２～６３年不況との重畳の

の結果，表Ｖ －５にも示されているように開発区域，特に伝統＝基礎産業地帯

の失業率は再ぴ深刻となっ た。 すなわち ，それを開発地区別に見ると（６３年３

月），北部ではハ ートゥルプール ・グループ＝１０ ．０％，サンダーランド ・グル

ープ＝６ ．６％，テーズサイド ・グループ＝８ ．５％，タインサイド ・グルー プ：

８． ５％であり ，マージィサイド区域では６ ．２％，またスコットランドではグラス

ゴー・ グループ＝６ ．０％，ノース ・ラナークシャー・ グループ＝８ ．１％であり
，

さらにサウス ・ウェールズでも失業者の絶対数こそ少ないが失業率８％以上の

開発地区は２３地区中１１地区になっ た。 またグレート ・ブリテン全体で失業率が
　　　　　　　　　　　　　　　　９５）
１０％を越す開発地区は８地区に上 った 。

　こうした中で，不況のとは口の１９６２年７月 ，反インフレ主義者のロイド蔵相

（Ｊ　Ｓ・１ｗｙｎＬ１ｏｙｄ）が辞任し，代わ って拡張主義者 ・経済計画主義者であるモー

　　　　　　　　　　　　　　　　（６５１）
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ドリングが就任した。同時に，人口と雇用に関する閣僚委員会（共同議長／住

宅＆地方行政相及ぴウェールズ相）が設置され，地域失業問題をヨリ地域的にア

プローチする方向が強まろうとしていた。同時に，１９６０年代初頭は，マクミラ

ン政府内では経済政策に関わ って２つの側面からの関心が強まっ ていた。第１

の側面は爾余の先進工業国と比較した戦後イギリスの経済成長の低位性であり ，

これは国家経済開発審議会（Ｎａ七〇ｎ・１Ｅ
ｃｏｎｏｍ・

Ｄｅ・ｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ｃｏｍｃ１１〔１９６１年７

月〕）の設立につながった。この中で，地域政策は国民経済のヨリ速い成長に

役立つものと見傲されたのである 。第２に，グレータ ・ロンドンの過度な成長

による人口と産業の集中の増大に伴う社会的費用は地域政策の強化を正当化す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６）
るほどに十分高いと考えられたことである 。

　こうして，１９６２～６３年不況と経済政策思想の転位がこの時期を境として経済

政策展開のいわは “地域化”（Ｒｅｇ１ｏｍ１１．ａ七〇ｎ　ｏｆ　Ｐｏ１１．ｙ）といわれる方向性に収

敏され，６３年以降の地域政策の新段階と積極的展開に帰結していくのである 。
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